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資料１ 



パブリックコメント等の結果

資料２



パブリックコメント・意見聴取の概要
パブリックコメント等の結果

実施概要

◼ 東京都廃棄物審議会における今後の議論の参考とするため、計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱（06政戦企

第1004号）の規定に基づき、都民、事業者、団体等から広く意見を募集【パブリックコメント】

◼ また、廃棄物処理法第５条の５第３項の規定に基づき、区市町村及び一部事務組合から意見を聴取【意見聴取】

寄せられた意見数

• 東京都廃棄物審議会でとりまとめた「東京の資源循環及び廃棄物処理に係る施策の方向性（中間とりまとめ）」に

ついて、以下のとおりパブリックコメント・意見聴取を実施（実施期間：11/5～12/4【30日間】）

区分 施策関係 施策関係以外 巻末資料（プラ） 計

パ
ブ
コ
メ

都民 ５ 件 １ 件 １ 件 ７ 件

事業者 11 件 - ２ 件 13 件

団体 ８ 件 - - ８ 件

小計 24 件 １ 件 ３ 件 28 件

意
見
聴
取

区市町村 ４ 件 ４ 件 ３ 件 11 件

一部事務組合 ２ 件 ４ 件 １ 件 ７ 件

小計 ６ 件 ８ 件 ４ 件 18 件

計 30 件 ９ 件 ７ 件 46 件

← 意見提示数：９通

← 意見提示数：５通

← 合計：14通

※ 主な意見内容と対応は次頁以降のとおり



主な意見内容と対応① （意見の趣旨を踏まえ加筆修正を行うもの）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

１ サーキュラー・エコノミーのコラムに、従来の「循環型社会」に向けた取組との違いなども盛り込むべき １章Ｐ４ 都民

２
ＳＡＦの普及拡大について、清掃一部事務組合と連携し、都内廃棄物を原料とするバイオエタノール製造技術

の社会実装を目指していくこととしているが、清掃一部事務組合だけでなく区市町村との連携も追記すべき
４章Ｐ18

地方

公共団体

３
建設廃棄物対策について、施策の対象が「（利用が進んでいない）再生骨材コンクリート」であることを

 明記すべき
４章Ｐ20 業界団体

４ 有料化はごみ減量に加え、資源循環・リサイクル促進等にも資することを明示すべき ４章Ｐ22 企業

５
手数料制度については、「負担だけ」で語られると住民の理解は得にくいため、合意形成に向けては導入に

 よる多面的効果（削減量・負担軽減・環境効果）を示していくことが重要
４章Ｐ22 企業

６
広域化・集約化の検討に当たっては、都民生活への影響や施設整備に伴うごみ処理能力低下などの課題解決に

 向けて区市町村の状況を確認することを追記すべき
４章Ｐ31

地方

公共団体

７ 清掃工場におけるＣＯ２の回収技術について、回収・有効利用の推進に加え、利活用先の拡大等も追記すべき ４章Ｐ35
地方

公共団体

８
小平市事例のコラムについて、硬質の容器包装プラは従前から資源として収集を行っており、平成31年度から

 軟質の容器包装プラも可燃ごみから資源に切り替えたことが分かるよう記載すべき
巻末Ｐ43

地方

公共団体

９ 一般廃棄物再生利用率の算出方法の注釈がないため、追記すべき 参考Ｐ54
地方

公共団体

※ 上記に加え、文言修正に係る指摘・意見を踏まえ加筆・修正を実施



主な意見内容と対応② （今後の施策運営に当たっての参考意見１）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

10
食品ロス・食品リサイクル対策について、外食産業における食べ残し低減化は困難であり、それを未利用資源

として有効利用する企業への補助金を拡充するなど、資源循環の増強対策を継続して実施すべき
４章Ｐ17 業界団体

11
バイオマス資源循環の促進に当たり、古紙や繊維、生ごみなどは各々発生場面、回収方法、リサイクル方法

 が異なるため、各々で施策が立てられる区分で施策を展開すべき
４章Ｐ18 都民

12
再生砕石・再生骨材コンクリートの滞留問題対策や建設資材廃棄物のリサイクル推進に向け、ストックヤード

 の整備や広域利用推進に向けたバースの整備、国が進めるサーキュラエコノミーポートの検討を進めるべき
４章Ｐ20 業界団体

13
建設再生材について、まず都発注工事から品質やトレーサビリティを確保し、利用実績を把握・公表する

 仕組み整備を行い、その上で民間工事の建設現場で再生材使用を控える意識の払拭を図るという手順が必要
４章Ｐ20 業界団体

14
行動変容の促進において、体験型教育の最も身近で効果的な場は学校給食であり、紙パックリサイクルは

実践的な環境教育として優れていることから、普及促進を図るべき
４章Ｐ25 企業

15
多様な主体との連携・協働の促進に当たり、最適な分別・回収システムのあり方を検討する長期的な研究会

 やステークホルダー対話の場の設置を検討することを提案する
４章Ｐ26 企業

16
広域化・集約化について、都は市町村が施設整備に係る計画を策定する段階からコーディネーターを務める

 とともに、市町村を含む協議会を設立し、合意形成に向けた積極的な関与をすべき
４章Ｐ31

地方

公共団体

17
リチウムイオン電池の各地域が連携した同一の分別回収実施や、外国人にも分かりやすい捨て方啓発を進める

 べき
４章Ｐ32 業界団体

18 リチウムイオン電池対策の推進に当たり、処理・リサイクルを担う事業者への支援を進めるべき ４章Ｐ32 企業



主な意見内容と対応③ （今後の施策運営に当たっての参考意見２）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

19
災害廃棄物対策については、「どこへ運ぶか」に関する議論と並行して「どうやって運ぶか」についての議論

 も重要
４章Ｐ33 都民

20 災害廃棄物対策において、仮置場の確保に向け都有地・国有地の貸与等の対応を検討すべき ４章Ｐ33
地方

公共団体

21
災害廃棄物の処理は一般廃棄物として区市町村が処理にあたることとなっているが、区市町村における災害

 廃棄物対策の推進に向け、都がリーダーシップをとっていくべき
４章Ｐ33 業界団体

22
大規模災害時の災害廃棄物の広域処理を効率的に進めるために、船舶による大量輸送を可能にする廃棄専用

バースの整備を進めていくべき
４章Ｐ33 業界団体

23
廃棄物の排出量削減を図り、清掃工場の脱炭素施策の推進のための原資や施設の更新に必要な資金を確保する

ためにも、家庭ごみの有料化を推進していくべき
４章Ｐ35 都民

24
店頭回収は様々な点から有効性が高く、社会インフラとして拡充していくべきであり、小売企業への経済支援

 や、メーカー等における再生材使用の後押しをする制度の創出を国に提唱すべき
巻末Ｐ43 企業

25
都内や首都圏近郊では、プラスチックの高度リサイクルが可能な施設が限られており、都内リサイクル基盤の

 強化が重要。都内に官民連携で施設を整備し、地域内で資源循環を完結できる体制を構築することを提案する
巻末Ｐ49

地方

公共団体

26
今後の実効性ある施策展開に向けては、一廃行政を所管する区市町村の取組が重要であり、都は区市町村に

 対する技術的支援を積極的に実施すべき
― 企業

27 当計画の推進に当たり、中小零細の処理・リサイクル事業者が連携を取りやすい施策を今後さらに進めるべき ― 業界団体



通し

番号

受付

番号
意見提出者 章

該当

ページ
提出意見の要旨 対応案

1 1-1 個人 1章 4

サーキュ ラ ー・ エコ ノ ミ ーのコ ラ ムについて、

サーキュ ラ ー・ エコ ノ ミ ーに関する 説明だけでな

く 、 従来の「 循環型社会」 の概念と 「 サーキュ

ラ ー・ エコ ノ ミ ー」 概念の比較などについても 記

載を盛り 込むべき ではないか。

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を追記いたし ま し

た。

2 4-1 地方公共団体

３ 章

４ 章

巻末資料

参考資料

12

15

16

17

41

42

65

本文中に「 家庭系」 と いう 表記がみら れる が、

「 事業系」 は事業に関連する も の以外でも 対象に

なる ため、 「 事業系」 と の対比と して「 家庭」 ま

たは「 生活系」 と すべき ではないか。

当中間と り ま と めでは、 国の食品ロ ス 対策等での

表現に倣い、 家庭から 排出さ れる も のを「 家庭

系」 と して記載しており 、 原案のと おり と さ せて

いただき ま す。

3 1-1 個人 3章 13

将来推計に当たり 設定し た施策効果と して「 バイ

オマス 廃棄物の資源循環促進」 を盛り 込んでいる

が、 古紙や繊維、 生ごみなどは各々発生場面、 回

収方法、 リ サイ ク ル方法が異なる ため、 一括り で

施策と して扱う べき ではないと 考える 。

ま た、 例えば化石燃料に由来する 合成繊維や、 使

い捨ておむつの構成材料にプラ ス チッ ク （ 不織

布・ 吸水ポリ マー等） が含ま れる こ と などについ

ても 留意が必要である 。

当中間と り ま と めでは、 生ごみ・ 古紙・ 繊維等、

指すも のが明確であり 、 各々で施策が立てら れる

区分で策定する べき ではないか。

当中間と り ま と めでは、 資源循環の更なる 進展に

向けて重要な分野である と の認識のも と 、 厨芥、

紙類、 繊維、 木草等をま と めてバイ オマス と 表現

し 、 重点対策分野に位置付けていま す。

一方で、 御指摘のと おり 各項目ごと に抱える 課題

や講じ る べき 具体的な対策等は異なる ため、 今

後、 施策展開の詳細な検討を行う 段階において

は、 効果的な施策の実施に必要な区分設定を行っ

ていく 予定です。

4 4-5 地方公共団体 ３ 章 13

区部の最終処分量について、 東京二十三区清掃一

部事務組合における 現行の「 一般廃棄物処理基本

計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令和16年

度時点で17.3万ト ンを計画しており 、 当中間と り

ま と めの推計値と 乖離がみら れる ため、 修正すべ

き ではないか。

当中間と り ま と めでは、 今後強化・ 加速を図る 取

組の施策効果等を勘案し た「 対策強化シナリ オ」

に基づき 、 ごみ減量効果を見込んだ上で、 最終処

分量の推計を行っており 、 原案のと おり と さ せて

いただき ま す。

5 4-5 地方公共団体
３ 章

参考資料

13

58

区部焼却灰の資源化率について、 東京二十三区清

掃一部事務組合における 現行の「 一般廃棄物処理

基本計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令和

16年度時点で48％を計画しており 、 整合を取る べ

き ではないか。

東京二十三区清掃一部事務組合の「 一般廃棄物処

理基本計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令

和16年度時点で焼却灰の資源化率を53％と 計画し

ている こ と から 、 数値については原案のと おり と

さ せていただき ま す。 なお、 御指摘を踏ま え、 第

５ 次計画から の引用である こ と について記載を修

正いたし ま し た。

6 3-2 業界団体 ４ 章 17

食品ロ ス ・ 食品リ サイ ク ル対策について、 外食産

業における 食べ残し などの低減化は困難であり 、

それを未利用資源と して有効利用する 企業への補

助金を拡充する など 、 資源循環の増強対策を継続

して実施すべき ではないか。

食品ロ ス 対策では、 御意見のと おり 、 発生抑制に

加え、 循環利用の促進も 重要な取組である と 認識

していま す。 現在改定を進める 次期「 東京都食品

ロ ス 削減推進計画」 では、 循環利用の促進を施策

の柱の一つに掲げる 予定であり 、 今後、 地域性を

踏ま えた面的な食品リ サイ ク ルや小規模事業者等

でも 取り 組みやすいリ サイ ク ルルート 構築などの

取組を進めていき ま す。

7 4-1 地方公共団体 ４ 章 17
「 東京23区清掃一部事務組合」 ではなく 、 「 東京

二十三区清掃一部事務組合」 が正式な記載。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

8 4-5 地方公共団体 ４ 章 17
「 東京23区清掃一部事務組合」 ではなく 、 「 東京

二十三区清掃一部事務組合」 が正式な記載。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

東京の資源循環及び廃棄物処理に係る 施策の方向性（ 中間と り ま と め） に対する 意見一覧

別紙



9 4-1 地方公共団体 ４ 章 18

SAFの普及拡大について、 清掃一部事務組合と も

連携し 、 都内廃棄物を原料と する バイ オエタノ ー

ル製造技術の社会実装を目指していく こ と と して

いる が、 こ こ で言う 清掃一部事務組合はどの団体

を想定している のか。 区部以外も 含めて取組を推

進していく のであれば、 都内には廃棄物処理施設

を単独設置している 自治体が存在する ため、 記載

を修正すべき ではないか。

主な連携先は、 既に連携し 取組を進めている 東京

二十三区清掃一部事務組合を想定していま すが、

中期的には都内全域でのバイ オエタノ ール化の促

進に繋げていく ため、 取組の推進に当たっては清

掃一部事務組合だけでなく 区市町村と の連携も 不

可欠である ため、 御指摘を踏ま え記載を修正し ま

し た。

10 3-2 業界団体 ４ 章 18

廃食用油を活用し たＳ Ａ Ｆ の普及拡大に関して

は、 技術面、 コ ス ト 面の課題があり 、 かなり の期

間を要する こ と が想像さ れる 。 そのため、 Ｓ Ａ Ｆ

の普及が拡大する ま での間、 廃食用油を活用し た

Ｂ Ｄ Ｆ （ バイ オディ ーゼル燃料） の都内工事への

適用（ 工事重機等への使用） を補完施策と して追

加すべき ではないか。

廃食用油を活用し たＳ Ａ Ｆ の製造については、 本

年４ 月に国内初の大規模製造所から のＳ Ａ Ｆ 供給

が開始し たほか、 全国で複数の大規模製造所の建

設プロ ジェ ク ト が進行していま す。 家庭から 排出

さ れる 廃食用油は、 現状そのほと んどが廃棄さ れ

ている こ と から 、 都内における 家庭用廃食用油の

回収拡大を図り 、 体制整備が進むＳ Ａ Ｆ の製造先

へと つなげていく こ と で、 脱炭素への貢献に加え

再生利用・ 資源循環の一層の推進を目指していき

ま す。

頂いたご意見は、 今後の施策運営の参考と さ せて

いただき ま す。

11 2-3 事業者 ４ 章 18

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 紙類の中でも 特に「 飲

料用紙製複合容器」 は現状焼却が大部分で、 資源

化の余地が大き いと 考える 。 紙類の資源化を強調

する 政策全体の整合性に沿う ため、 具体的資源を

例示する 意義がある こ と から 、 P19L4以降を以下

のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 特に可燃ごみ中で最も 多く を占める 紙類につい

ては、 資源と しての回収を徹底する と と も に、 汚

れた雑がみや飲料用等の紙製複合容器を含む一層

の資源化に向けたリ サイ ク ルルート の拡大を進め

ていく 必要がある 。 」

「 飲料用紙製複合容器」 に係る 御意見について

は、 紙類の資源化促進に向けて、 今後の施策運営

の参考と さ せていただき ま す。

12 1-2 個人 ４ 章 18

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 再資源化の対象と する

紙類に関しては、 廃棄物行政に携わる 機関と その

担当官によ る 見解の相違が生じ る こ と のないよ

う 、 明確な基準等の設定に係る 技術的助言の提供

などを通じ て、 東京都が主体的かつ積極的に関与

する べき ではないか。

紙類等のバイ オマス 資源の循環利用促進に向け

て、 御指摘の技術的助言をはじ め、 都の果たすべ

き 役割は大き いと 認識していま す。 頂いた御意見

は、 今後の施策運営の参考と さ せていただき ま

す。

13 4-1 地方公共団体
４ 章

参考資料

19

53

資源はごみではないと して、 「 資源ごみ」 と いう

表現がふさ わし く ないと いう 意見も ある ため、

「 ごみ」 を削除して「 資源」 と 標記すべき ではな

いか。

国や東京都の統計資料に加え、 各区市町村におい

ても 「 資源ごみ」 と いう 表現が広く 用いら れてい

る ため、 原案のと おり と さ せていただき ま す。

14 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 行政文書においては数

量的根拠の提示が政策優先順位を左右する と 考え

る 。 紙類が可燃ごみの最大構成要素である 事実を

明記する こ と で、 資源化重点分野と しての位置づ

けが明確になる こ と から 、 P19L4に、 P52（ 参考

資料） に示さ れている 区部可燃ごみの42.2％が紙

類である こ と を明記すべき ではないか。

本文全体の平仄を鑑み、 原案のと おり と さ せてい

ただき ま す。



15 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 手数料制度導入は単に

減量を促すだけでなく 、 新たな資源回収を開始す

る 契機にも なる と 考える 。 再生利用可能な焼却物

を資源化する 方針・ 政策の方向性を明確化する た

め、 P19L11以降を以下のよ う に修正してはどう

か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 各自治体が実施する 生ごみの堆肥化や衣類の分

別回収に加え、 現在焼却・ 最終処分さ れている 再

生利用可能な資源の回収を促す手数料等によ る イ

ンセンティ ブの設定」

御意見の趣旨については、 P22において記載の修

正を行う ため、 本項については原案のと おり と さ

せていただき ま す。

16 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 特に牛乳用紙容器やア

ルミ 付き 紙容器などは現状焼却さ れている 重要な

資源であり 、 明確に例示する こ と で施策範囲が具

体化さ れる こ と から 、 P19L15以降を以下のよ う

に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 飲料用紙製複合容器や雑がみ、 紙おむつなど優

れた再資源化技術を有する 事業者と の連携等によ

る リ サイ ク ルルート の拡大」

「 飲料用紙製複合容器」 に係る 御意見について

は、 紙類の資源化促進に向けて、 今後の施策運営

の参考と さ せていただき ま す。

17 4-5 地方公共団体 ４ 章 20
リ チウムイ オン電池対策は「 施策領域８ 」 が正し

い。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

18 3-3 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 再生砕石の滞留などの

原因が都内・ 近郊部での需要の減少である こ と を

記載すべき ではないか。

ま た、 再生砕石はほぼ全量がリ サイ ク ルさ れてい

る こ と から 、 施策の対象が「 （ 利用が進んでいな

い） 再生骨材コ ンク リ ート 」 である こ と を明記す

べき ではないか。

「 再生資材使用を控える 意識の払拭」 について

は、 ま ず都発注工事から 品質やト レ ーサビリ ティ

を確保し 、 利用実績を把握・ 公表する ための仕組

みの整備を行い、 その上で民間工事の建設現場で

の再生資材使用を控える 意識の払拭を図る と いう

手順が必要ではないか。

なお、 利用事績を把握・ 公表する 仕組みは、 利用

実態の分析に加え、 再生資材を積極的に利用する

民間事業者の評価する 場合も 有効である と 考え

る 。

建設廃棄物の循環利用促進に向けては、 路盤材の

需要減少等によ り 都市部では再生砕石の滞留が顕

在化してき ている こ と などから 、 新たな活用先と

して再生骨材コ ンク リ ート の利用促進も 重要な施

策対象であり 、 御指摘の趣旨を踏ま え、 記載を修

正いたし ま し た。

再生資材の使用を控える 意識の払拭に当たり 、 都

発注工事については、 環境物品等調達方針に基づ

き 品質・ ト レ ーサビリ ティ の確保等に向けて取組

を推進している と こ ろであり 、 御意見も 踏ま えつ

つ、 今後民間工事も 含め更なる 対策を検討してい

き ま す。

19 3-3 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 ス ト ッ ク ヤード 整備・

運用方法の検討を行う こ と で、 再生骨材コ ンク

リ ート をはじ めと する 建設資材廃棄物のリ サイ ク

ル推進に寄与する こ と から 、 静脈物流の効率化策

の検討に「 ス ト ッ ク ヤード の整備・ 運用方法」 を

追記すべき ではないか。

都は、 再生骨材コ ンク リ ート などを環境物品等調

達方針に位置付け、 公共工事等での使用を推進し

ていま す。 引き 続き 、 国の建設リ サイ ク ルの推進

に向けた検討状況や調査結果等も 踏ま え、 広域的

な資源循環などについて検討していき ま す。

3-2 業界団体 ４ 章 20

3-2 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 再生砕石の滞留問題対

策と して、 再生砕石をス ト ッ ク する ス ト ッ ク ヤー

ド の整備を進める べき ではないか。 ま た、 再生砕

石の広域利用を推進する ため、 船舶輸送を可能に

する バース の整備を進める と と も に、 国が進めて

いる サーキュ ラ エコ ノ ミ ーポート を東京都でも 検

討する べき ではないか。

都は、 再生砕石などを環境物品等調達方針に位置

付け、 公共工事等での使用を推進していま す。 引

き 続き 、 国の建設リ サイ ク ルの推進に向けた検討

状況や調査結果等も 踏ま え、 広域的な資源循環な

どについて検討していき ま す。

20



21 1-2 個人 ４ 章
21

35

廃棄物の排出量削減を図り 、 清掃工場の脱炭素施

策の推進のための原資や施設の更新に必要な資金

を確保する ためにも 、 家庭ごみの有料化を推進し

ていく べき ではないか。

家庭ごみ有料化をはじ めと する ごみの減量化・ リ

サイ ク ルを促す仕組みの構築に当たっては、 ご指

摘の脱炭素施策の推進など、 導入の意義や効果等

の整理・ 発信が重要である ため、 御意見の趣旨を

踏ま え、 記載を修正いたし ま し た。

22 2-3 事業者 ４ 章 22

「 ごみ減量を促す仕組みの構築と 区市町村の取組

の後押し 」 について、 手数料制度導入の本質は

「 可燃・ 埋立ごみ減量＋分別強化＋新規資源化」

を同時に進める 点にある と 考える 。 現在可燃ごみ

と して扱われている 再生利用可能な資源の資源物

と しての回収開始こ そが効果の核心であり 、 文言

上も 明示する 必要がある こ と から 、 P22L2を以下

のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 ごみ減量と 新たな資源循環を一体的に促進する

仕組みの構築と 、 区市町村の取組の後押し 」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。

23 2-3 事業者 ４ 章 22

「 ごみ減量を促す仕組みの構築と 区市町村の取組

の後押し 」 について、 「 負担だけ」 で語ら れる と

住民の理解は得にく いと 考える 。 手数料制度導入

によ る 多面的効果（ 削減量・ 負担軽減・ 環境効

果） を示すこ と で合意形成が促進さ れる ため、

P22L5以降を以下のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 都民の理解と 協力が得ら れる よ う 、 手数料制度

導入によ る 可燃ごみ削減効果、 リ サイ ク ル率の向

上、 現在可燃ごみと して扱われている 再生利用可

能な資源の回収開始によ る 住民負担の軽減（ ごみ

袋代の実質的削減効果） 、 GHG排出削減効果など

の関連情報を積極的に発信する こ と を含め」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。

24 2-3 事業者 ４ 章 22

「 施策領域３  廃棄物の循環利用の更なる 促進」

について、 東京は政策的にも 社会的にも 全国に強

い影響を持つため、 「 全国の範と なる モデル」 と

しての記述に格上げする 意義がある と 考える 。 ま

た、 紙類が可燃ごみの最大構成要素である 点を踏

ま え、 重点化を明示して施策の方向性を強化すべ

き であり 、 P22L9～L12の記載を以下のよ う に修

正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 資源の大消費地であり 、 再生資源の供給・ 使用

に大き な役割と ポテンシャ ルを持つ東京の責務と

して、 既存構造にと ら われず、 全国の範と なる リ

サイ ク ルモデルを構築し 、 水平リ サイ ク ル等の高

度リ サイ ク ル推進や、 現状焼却・ 最終処分さ れて

いる 再生利用可能な資源のリ サイ ク ルルート 構

築、 再生資源の積極的活用など、 廃棄物の高度循

環利用を積極的に進めていく べき である 。 特に、

可燃ごみ中で最も 多く を占める 紙類（ 飲料用紙製

複合容器や雑がみ等） については、 再生利用可能

な資源と して明確に位置づけ、 重点的に取り 組み

を進める 。 」

御意見の前段については、 原案において同旨の記

載を盛り 込んでおり 、 後段については、 紙類をは

じ めと する バイ オマス 資源循環の促進を施策領域

１ で重点対策分野に位置付けている こ と から 、 い

ずれも 原案のと おり と さ せていただき ま す。



25 2-3 事業者 ４ 章 25

「 都民・ 事業者等の行動変容の促進」 において、

体験型教育の最も 身近で効果的な場は学校給食で

あり 、 紙パッ ク リ サイ ク ルは実践的な環境教育と

して優れている 。 給食での牛乳用紙パッ ク のリ サ

イ ク ル取組率が全国平均で４ 割台にと どま る 実態

を踏ま え（ 全国牛乳容器環境協議会調べ） 、 完全

実施を明確化する こ と で政策効果を高めら れる こ

と から 、 施策強化の方向性（ 情報発信の更なる 強

化） を以下のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 学校給食現場での牛乳用紙パッ ク リ サイ ク ルの

完全実施を目標に掲げ、 段階的な普及を図る 。 体

験型の情報発信を展開する こ と などによ り 、 学校

現場等における 若者世代への様々な学習機会の充

実も 進めながら 、 持続可能なラ イ フス タイ ルへの

転換を促進していく べき である 。 」

行動変容の促進に向けては、 御提案いただいた内

容に限ら ず、 様々な方策が想定さ れる こ と から 、

原案のと おり と さ せていただき ま す。

頂いた御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せて

いただき ま す。

26 2-3 事業者 ４ 章 26

「 施策領域５  多様な主体と の連携・ 協働の促進」

について、 2035年のビジョ ン達成を見据え、 現在

の分別収集シス テムをさ ら に発展さ せ、 プラ ス

チッ ク やアルミ 箔が貼ら れた複合紙容器などが持

つ高い資源価値を最大限に引き 出すための最適化

を検討する 好機にある と 考える 。 可燃ごみの削減

を図り 、 かつ貴重な紙資源のリ サイ ク ル価値を最

大化する ため、 東京都が主導し 、 最適な分別・ 回

収シス テムのあり 方を検討する長 期的な研究会や

ス テーク ホルダー対話の場の設置を検討する こ と

を提案する 。

都は、 多様な主体と の連携・ 協働の促進に向け、

東京サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー推進センタ ー（ T-

CEC） における 相談・ マッ チングやネッ ト ワ ーキ

ングの場の提供（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ーサロ

ン） など 、 様々な取組を展開していま す。 頂いた

御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せていただ

き ま す。

27 1-2 個人 ４ 章
30

34

「 ゼロ エミ ッ ショ ン東京」 の実現に向け、 特別区

における 清掃工場の搬入枠設定プロ セス にDX技

術やAIを導入し 、 搬入予想量・ 処理可能量に加え

て収集運搬車両の走行によ り 発生する CO2が極小

と なる 最適解を得ら れる シス テムを構築・ 実装す

る こ と に対し 、 財政的支援や技術的助言を積極的

に行う こ と を記載すべき ではないか。

廃棄物処理シス テムのDX推進は、 廃棄物処理業

務の効率化・ 省人化や、 処理の高度化・ 強靭化、

業界の働き 方改革、 脱炭素への貢献など、 様々な

効果を持つと 考えており 、 行政施策においても

DX推進を図っていき ま す。

28 4-5 地方公共団体 ４ 章 31

一般廃棄物処理の広域化、 処理施設の集約化につ

いて、 区部の焼却施設整備計画（ 東京二十三区清

掃一部事務組合の一般廃棄物処理基本計画で定め

る 施設整備計画） の実現に向け、 「 施策を巡る 課

題」 に以下のと おり 記載を追加すべき ではない

か。

「 なお、 区市町村における 今後の施設整備におい

ては、 都民生活への影響を最小限と する ため、 施

設整備に伴う ごみ処理能力低下などの課題解決に

向けて区市町村の状況を確認する など 、 連携を強

化していく 。 」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。



29 4-4 地方公共団体 ４ 章 31

「 一般廃棄物処理の広域化、 処理施設の集約化」

について、 長 期広域化・ 集約化計画の策定がおも

なト ピッ ク と して扱われている が、 環境省通知に

も ある と おり 、 広域化・ 集約化の着実な進行につ

いては、 東京都が果たすべき 役割も 大き いと 考え

る 。

大阪府循環型社会推進計画のよ う に、 市町村が施

設整備に係る 計画を策定する 段階から 、 広域化・

集約化に関する コ ーディ ネータ ーを務める こ と に

ついての記載を盛り 込むと と も に、 多摩地域の広

域化・ 集約化を後押しする ため、 市町村を含む協

議会を設立し 、 施設整備方針およ び課題解決にお

ける 合意形成に向けた積極的な関与をすべき では

ないか。

 参考URL（ 大阪府循環型社会推進計画）

https://w w w .pref.osaka.lg.jp/documents/14631

/keikaku202103.pdf

御指摘のと おり 、 広域化・ 集約化の推進に当たっ

ては東京都の果たすべき 役割も 大き いと 認識して

いま す。 今後、 長 期広域化・ 集約化計画の策定を

進めていく 中で、 御提案の内容も 含め、 必要な促

進策の検討を行っていき ま す。

30 2-4 事業者 ４ 章 32

リ チウムイ オン電池対策について、 対策の推進に

当たっては、 リ チウムイ オン電池の収集運搬・ 保

管・ 処分に係る 適正処理や再資源化を行える 事業

者の充実が非常に重要である と 考える 。 東京都は

事業者に対する 技術的なサポート や、 設備投資へ

の補助金、 さ ら には保管に係る 法規制等への対応

を行っていく べき ではないか。

リ チウムイ オン電池対策の推進に当たっては、 御

意見のと おり 、 リ チウムイ オン電池の適正処理・

再資源化を担う 事業者の充実が重要であり 、 今

後、 安全対策の強化などの対策を検討していき ま

す。

3-2 業界団体 ４ 章 32

3-2 業界団体 ４ 章 32

32 1-2 個人 ４ 章 33

災害廃棄物対策については、 「 どこ へ運ぶか」 に

関する 議論と 並行して「 どう やって運ぶか」 につ

いての議論も 重要ではないか。

御指摘のと おり 、 災害廃棄物を「 どう やって運ぶ

か」 の議論は重要な取組である と 認識しており 、

区市町村や業界団体等と 連携して検討・ 調整を進

めていき ま す。

33 4-2 地方公共団体 ４ 章 33

「 区市町村自ら が仮置場の用地を確保でき る よ う

指導・ 助言を実施」 について、 区部に関しては仮

置場の用地確保が特に困難である ため、 指導・ 助

言に限ら ず、 都有地の貸与等の対応を盛り 込んで

いただき たい。 ま た、 国に対しても 河川敷などを

含めた国が保有する 土地・ 施設の貸与について、

働き かけていただき たい。

仮置場については、 東京都災害廃棄物処理計画に

基づき 、 各区市町村が候補地の選定を進めていく

こ と と しており 、 原案のと おり と さ せていただき

ま す。 都有地及び国有地の貸与等については、 各

区市町村の状況等も 踏ま えつつ、 必要に応じ 関係

機関等への働き かけを行っていき ま す。

3-2 業界団体 ４ 章 33

3-2 業界団体 ４ 章 33

リ チウムイ オン電池対策について、 リ チウムイ オ

ン電池だけを分別回収する こ と は非常に難し いと

思われる 。 区市町村で電池類を一括して、 曜日と

回収ルート を決めて回収する と と も に、 特別区に

ついては、 各区が連携して同一の分別回収を行う

べき ではないか。

ま た、 外国人が多い自治体では、 外国人にも 分か

り やすく 、 分別回収を順守でき る 方法で対策を進

める べき ではないか。

リ チウムイ オン電池の分別回収については、 ご提

案いただいた方策も 含め、 地域の実情に応じ 様々

な取組方法が想定さ れま す。 都は、 リ チウムイ オ

ン電池の分別徹底、 混入防止が非常に重要である

と の認識のも と 、 「 リ チウムイ オン電池混ぜて捨

てちゃダメ ！」 プロ ジェ ク ト を展開しており 、 今

年度は新たに注意喚起用ポス タ ーの多言語化を実

施する など、 プロ ジェ ク ト の推進を図っていま

す。 今後も 区市町村をはじ めと する 関係主体と の

連携のも と 、 リ チウムイ オン電池対策の強化を進

めていき ま す。

災害廃棄物の処理は一般廃棄物と して区市町村が

処理にあたる こ と と なっている が、 区市町村にお

ける 災害廃棄物対策が進ま ないため、 東京都が

リ ーダーシッ プをと って対策を進めていく べき で

はないか。

ま た、 大規模災害時の災害廃棄物の広域処理を効

率的に進める ために、 船舶によ る 大量輸送を可能

にする 廃棄専用バース の整備を進めていく べき で

はないか。

区市町村における 災害廃棄物対策については、 合

同処理マニュ アルの策定支援や専門人材育成等の

機会を捉え、 実効性ある 対策の推進に向け区市町

村への伴走支援を行っていき ま す。

ま た、 大規模災害で発生する 大量の災害廃棄物に

ついて、 区市町村や業界団体等と も 連携し 、 広域

処理も 含め災害対応力の強化に向けた検討を進め

ていき ま す。

34

31

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/14631


4-5 地方公共団体 ４ 章 35

4-5 地方公共団体 ４ 章 35

36 4-2 地方公共団体 巻末資料 42
「 リ チウムイ オン電池内臓」 ではなく 、 「 リ チウ

ムイ オン電池内蔵」 が正確な記載。

御指摘のと おり 修正し ま し た。

37 4-3 地方公共団体 巻末資料 43

小平市事例のコ ラ ムについて、 硬質の容器包装プ

ラ ス チッ ク は従前から 資源と して収集を行ってお

り 、 平成31年度から 軟質の容器包装プラ ス チッ ク

も 可燃ごみから 資源に切り 替えたこ と がわかる よ

う に記載すべき である 。

御指摘のと おり 修正し ま し た。

38 1-1 個人
巻末資料

4章

43

21

小平市事例のコ ラ ムについて、 こ の事例では、 プ

ラ ス チッ ク 容器包装の分別収集を「 硬質」 のも の

から 全てに拡大し たこ と が収集量増加の背景であ

る 。 グラ フや本文の表現では、 こ の点について誤

解を招く 。 「 第４ 章 主要施策の方向性 施策領域

２  ごみ減量化への誘導方策の推進」 の項も 含

め、 表現の修正や削除を検討すべき である 。

御指摘を踏ま え、 記載を一部修正し ま し た。

39 2-2 事業者 巻末資料 43

店頭回収の可能性を論じ る 記述があり 、 嬉し く 思

う 。 店頭回収は様々な点から 有効性が高く 、 社会

イ ンフラ と して拡充していく べき と 考える が、 小

売企業等のコ ス ト 負担が大き いため、 持続的な運

用が困難である 。 小売企業への経済支援や、 メ ー

カ等における 再生材使用の後押し をする よ う な制

度の創出を国に提唱してほし い。

都は、 再生樹脂と バージン樹脂と の価格差を埋め

る ための経済的手法の導入検討や、 製造・ 販売事

業者によ る 自主回収・ リ サイ ク ルを推進する ため

の法制度活用や手続簡素化について、 国への要望

を実施していま す。 ま た、 自主回収事業者等に対

する 更なる 負担の軽減は重要と 考えていま す。 頂

いた御意見は、 今後の施策運営及び国への要望に

当たり 、 参考と さ せていただき ま す。

40 2-3 事業者 巻末資料 43

43ページの「 製造・ 販売事業者等によ る 自主回収

拡大」 について、 店頭回収の対象と なる も のはプ

ラ ス チッ ク に限ら れないため、 巻末資料ではなく

本編での記載が適切と 考える 。

店頭回収の対象と なる も のはプラ ス チッ ク に限ら

れない点は御指摘のと おり です。 「 施策領域１  

重点対策分野における 包括的な資源循環施策の展

開」 において、 プラ ス チッ ク 以外についても 対策

分野ごと にそれぞれ自主回収・ 店頭回収の促進に

ついて記載している こ と から 、 原案どおり と さ せ

ていただき ま す。 頂いた御意見は、 今後の施策運

営の参考と さ せていただき ま す。

41 4-5 地方公共団体 巻末資料 44
「 ごみレ ポ23」 ではなく 、 「 ごみれぽ23」 が正式

な記載

御指摘の通り 修正し ま し た。

42 4-4 地方公共団体 巻末資料 49

都内や首都圏近郊では、 プラ ス チッ ク の高度なリ

サイ ク ルを実施可能な施設は限ら れている ため、

環境負荷低減やコ ス ト 削減の観点から 都内リ サイ

ク ル基盤の強化が重要である 。 具体的には、 都内

に官民連携によ り 施設を整備し 、 地域内で資源循

環を完結でき る 体制を構築する こ と を提案する 。

本提案内容を資料に盛り 込むと と も に、 補助金制

度等を講じ て実際の施設整備を後押し し 、 資源循

環の効率性向上と 地域経済の活性化、 ひいては東

京都全体と して循環型社会の実現に向けた取組の

推進につなげていく べき である 。

御指摘のと おり 、 環境負荷低減やコ ス ト 削減、

サーキュ ラ ー・ エコ ノ ミ ーへの移行推進の観点か

ら 、 プラ ス チッ ク の都内リ サイ ク ル基盤の強化は

重要である と 認識していま す。 「 第４ 章 主要施

策の方向性 施策領域３  廃棄物の循環利用の更な

る 促進 都内リ サイ ク ル基盤の充実・ 強化」 は、

プラ ス チッ ク も 対象と している こ と から 、 記載は

原案のま ま と さ せていただき ま す。 頂いた御提

案・ 御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せてい

ただき ま す。

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。
35

「 資源循環・ 廃棄物処理シス テムにおける 脱炭素

施策の推進」 について、 以下のと おり 記載を追記

すべき ではないか。

P35L4「 清掃工場から CO2を回収し た場合、 利活

用先の確保が課題と なる 。 」

P35L10「 清掃工場から 発生する CO2は、 適正処

理の過程で不可避的に発生する も のであり 、  ごみ

減量の推進が第一と なる 。 」 「 CO2の利活用に向

けては、 利活用先と なる 産業の育成支援、 近隣県

と の広域連携など利活用先の拡大に向けた施策展

開を推進」



43 4-2 地方公共団体 参考資料 54

再生利用率の算出に当たり 、 各資源品目の店頭回

収実績は含ま れている のか。 ま た、 再生利用率の

算出方法の注釈がないため、 追記すべき ではない

か。

一般廃棄物再生利用率の算定に当たっては、 国の

一般廃棄物処理実態調査と 同様に、 店頭回収の実

績は含ま れていま せん。 算出方法については、 御

意見の趣旨を踏ま え、 記載を追記いたし ま し た。

44 4-2 地方公共団体 参考資料 54

多摩地域に比べ区部の再生利用率が低く なってい

る が、 民間事業者の店頭回収などの回収場所が多

いこ と から 、 行政によ る 資源回収利用が少ないこ

と が想定さ れ、 再生利用率の差が生じ る 要因と 考

えら れる 。

資源の循環利用の強化に向けては、 店頭回収等の

民間事業者によ る 回収と 行政によ る 回収の双方を

推進していく こ と が重要と 考えており ま す。 頂い

た御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せていた

だき ま す。

45 2-1 事業者

当中間と り ま と めは大変立派で敬意を表する 。

今後の実効性ある 施策実施に向けては、 一般廃棄

物行政を所管する 区市町村の取組が重要であり 、

東京都は区市町村に対する 技術的支援を積極的に

実施すべき ではないか。

ま た、 特別区については各区や清掃一部事務組

合、 清掃協議会など 多く の機関が一般廃棄物行政

に関与しており 、 施策合意が難し いと いう いう 課

題がある と 思料する が、 例えば旧東京都清掃局の

よ う に一般廃棄物行政を一元管理する など、 新た

な政策の策定、 実行や問題点の解決等に向け行政

運営の効率性・ 実効性を高めていく べき ではない

か。

東京都は、 一般廃棄物行政を所管する 区市町村を

重要なパート ナーと して認識しており 、 今後も 区

市町村への支援や連携・ 協働の取組を一層推進し

ていき ま す。

その他の御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せ

ていただき ま す。

46 3-1 業界団体

東京都の定める 目標達成に向けた取組において、

中小・ 零細規模の資源回収事業者が連携を取り や

すい施策を今後さ ら に推進していく べき ではない

か。

資源回収は東京の資源循環の基盤を支える 重要な

取組であり 、 事業者の皆様と の連携のも と 、 今後

さ ら に施策を推進していき ま す。

その他・ 全般事項等

その他・ 全般事項等
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１ 我が国の資源利用と環境制約等 1 

(1) 資源利用 2 

我が国の資源利用の状況を見ると、2021（令和３）年時点で年間約 14.3億トンの資源等を利3 

用しており、その約半数を輸入に依存している。また、一度使用した資源の再利用（循環利用）4 

量は約 2.4億トンであるが、これは年間に投入される資源等の約 16％にとどまっており、世界5 

の資源利用の動向に大きな影響を受ける可能性がある。 6 

一方で、世界全体の資源消費量は増加を続けており、ＵＮＥＰ（国連環境計画）の推計では、7 

今後も生産や消費パターン、関連政策等が同様に推移すると仮定した場合、2060（令和 42）年8 

における世界の資源消費量は 2020（令和２）年と比較して 1.6倍以上になると推計されている。 9 

 10 

 11 

(2)資源制約 12 

原油や金属、穀物等の各種資源は、産出・生産国の政情不安や輸出制限、需要増大、自然災害13 

など、様々な要因による価格の不安定化リスクを抱えており、各資源価格も全体的に上昇傾向14 

にある。 15 

また、近年、国際情勢等を背景に経済安全保障の観点でも重要鉱物をはじめとする物資の安16 

定供給確保が叫ばれており、その一翼を担う資源の国内循環の促進は重要性を増している。 17 

 18 

日本のマテリアルフロー（2021（令和３）年） 世界の資源消費量の推移と今後の見込み 

（出典）令和６年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 （出典）ＩＲＢ,GLOBAL RESOURCES OUTLOOK 2024 

資源価格の推移（名目価格を加重平均して指数化） 

（出典）ＩＭＦ Primary Commodity Price - MacroMicro 
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(3) 環境制約 1 

自然資本は人類の生存と良質な生活に不可欠な存在であるが、気候危機や生物多様性の損失、2 

資源産出・生産に伴う環境影響などにより、その安定性は大きな危機に直面している。 3 

2024（令和６）年の世界平均気温は産業革命以前と比較して初めて 1.5℃を超える上昇となっ4 

たほか、調査で確認されている全動物、植物のうち約 25％の種が既に絶滅危惧の状況となるな5 

ど、地球規模の環境負荷が著しく増加している。 6 

これらには大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムが深く関係しており、カーボン7 

ニュートラルやネイチャーポジティブの実現に向けても、資源循環の取組の重要性は増してい8 

る。 9 

 10 

 11 

２ 持続可能な資源利用に関する国内外の主な動向 12 

(1) サーキュラー・エコノミー移行に向けた国際的な動き 13 

近年、ＥＵが様々な製品分野で再生材活用に係る戦略・規制を発表し、国際市場ルールの形14 

成を主導するなど、サーキュラー・エコノミー移行に向けた国際的な動きが急速に拡大してい15 

る。 16 

また、プラスチックを中心に、グローバル企業による再生材活用に係る自主的なコミットメ17 

ントの動きも活性化しており、今後、各企業の先導的な資源循環の取組を通じ、再生材の大幅18 

な需要拡大も見込まれている。 19 

(2)サーキュラー・エコノミー移行に向けた国内動向 20 

国は 2024（令和６）年８月、循環型社会形成推進基本計画を６年ぶりに改定した。同計画で21 

は、サーキュラー・エコノミーへの移行を、循環型社会の形成はもとより、気候変動対策や生22 

物多様性の保全、産業競争力の強化、経済安全保障、ウェルビーイング／質の高い生活の実現23 

等の諸課題への対処に貢献するドライビングフォースとして、国家戦略に位置付けている。 24 

あわせて、国は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（以下「再資25 

源化事業等高度化法」という。）の制定や、再生材の利用や環境配慮設計の促進等に向けた資26 

源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）の改正、太陽光パ27 

ネルのリサイクルに係る法制化検討など、資源循環の促進に関する関係法整備を進めるととも28 

生物多様性損失に係る各変化要因による自然劣化の例 

（出典）ＩＰＢＥＳ（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学‐政策プラットフォーム）「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」 

 

 



第１章 資源循環・廃棄物処理を取り巻く状況 

 

 

3 

に、「循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージ」を取りまとめるなど、1 

推進体制の確保に向けた取組を加速している。 2 

(3) カーボンニュートラルに向けた動き 3 

国は 2025（令和７）年２月、ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）をはじめとする国4 

際的な動向等を踏まえ、新たに中長期的な温室効果ガス削減目標を盛り込んだ地球温暖化対策5 

計画を公表した。 6 

都も同年３月に公表した新たな長期戦略である「2050 東京戦略」において、2035（令和 17）7 

年の新たな温室効果ガス削減目標を設定したところであり、カーボンニュートラルに向けた国8 

内外の動きと歩調をあわせつつ、廃棄物部門においても脱炭素化を強力に推進していくことが9 

求められている。 10 

 11 

 12 

(4) ＳＤＧｓの進捗状況等 13 

ＳＤＧｓの各目標・ターゲットは、地球規模の課14 

題に対し、経済・社会・環境の三側面から統合的に15 

取り組み、持続可能な社会の実現を目指すもので16 

あり、資源循環・廃棄物処理もゴール 12「つくる17 

責任 つかう責任」やゴール 13「気候変動に具体18 

的な対策を」など、多くの項目に関係している。 19 

国連の報告書では、ＳＤＧｓの各ターゲットの20 

うち、軌道に乗っているものは一部にとどまると21 

警鐘を鳴らしており、都としても、世界への貢献も22 

視野に資源循環・廃棄物処理施策の更なる底上げ23 

が必要である。 24 

 25 

 26 

東京都の新たな温室効果ガス削減目標 

（出典）2050 東京戦略 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の進捗状況 

（出典）国連広報センター「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）報告

2024」 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

３ 東京の資源循環・廃棄物処理を巡る諸課題 13 

(1) 東京の資源利用 14 

東京は他の道府県と比較して第三次産業の割合が高い一方で、第一次産業や第二次産業の割15 

合が少なく、また、都内で消費・利用される資源の多くは都外で採取・生産されるなど、東京の16 

社会経済活動は他地域からの移入資源に依存して17 

いる。 18 

こうしたことから、東京における資源循環の取組19 

は、域内はもとより、域外での資源利用に伴う廃棄20 

物や温室効果ガス等による環境負荷の低減にも貢21 

献し得るという特徴を持っており、多くの資源を消22 

費する資源の大消費地、東京の責務として、サプラ23 

イチェーン全体を視野に入れ、持続可能な資源利用24 

への転換を強力に進めていく必要がある。 25 

（出典）ＩＳＯ/ＴＣ 323 サーキュラーエコノミー活動紹介 

 

Column  サーキュラー・エコノミーについて 

サーキュラー・エコノミー（循環経済）は、一方通行の経済活動による大量生産・大量消費・大量廃

棄型のリニアエコノミーからの移行に向け、従来の下流中心の３Ｒの取組を発展させ、上下流が一体と

なった資源循環の取組を進めるものである。 

具体的には、製品やサービスの生産段階からリサイクルや再利用を前提に設計するとともに、新たな

資源の使用や消費を最小限に抑え、既存の資源の価値を最大化する経済システムを指す。 

現在、ＩＳＯ（国際標準化機関）において循環経済に関する規格の開発が進められており、今後これ

らが国際規格として採用されることで、各国における循環経済移行に関するガイドラインや評価方法の 

拠り所としての役割が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バタフライ・ダイアグラム＊（エレン・マッカーサー財団） 循環経済に関する開発中の規格（ＩＳＯ59000 シリーズ） 

＊ 生物的サイクルと技術的サイクルが組み合わさり、限りある資源を循環させる仕組みを表す。サーキュラー・エコノミー
は、再生可能資源（自然界において分解・再生が可能な資源）と枯渇資源（自然界ではすぐに分解できない資源）がそれ  

ぞれ循環する仕組みを構築することを目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）ＣＰｓ（サーキュラーパートナーズ）ホームページ 
（ＩＳＯ/ＴＣ 323 日本国内委員会事務局）より東京都環境局作成 

「東京の最終需要」のイメージ 

（出典）”The Carbon Emissions generated in all that we consume” 

【コラム】  サーキュラー・エコノミーについて 

- The Carbon Trust, 2006 を参考に東京都環境局作成 
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(2) 東京の人口動向 1 

最新の人口統計では、全国の 10％以上を占める東京の総人口は 2030（令和 12）年にピークと2 

なり、地域別で見ると、区部が 2035（令和 17）年に、多摩・島しょ地域が 2025（令和７）年に3 

それぞれピークを迎える見込みとなっている。また、人口構成については、今後、年少人口及4 

び生産年齢人口が減少する一方で、老齢人口の増加が見込まれている。 5 

今後の施策展開に当たっては、こうした人口動向を踏まえつつ、人口減少や高齢化、労働の6 

担い手不足などの諸課題に対応した効率的で効果的な廃棄物処理システムの確保を図っていく7 

必要がある。 8 

 9 

 10 

(3) 東京の都市活動・産業動向 11 

東京には人口に加え、多くの企業や資金等が集積しているほか、外資系企業や外国人旅行者12 

が多いなどの特色がある。また、世界との比較でも、都内総生産はオランダの国内総生産に匹13 

敵する世界第 18位に相当（2021（令和３）年度）し、東京圏は世界最大の巨大都市圏人口を誇14 

るなど、世界有数のメガシティといえる。これらを踏まえると、東京が効果的な取組を展開し15 

ていくことは、日本全体、ひいては世界の資源循環・廃棄物処理施策を牽引する大きな可能性16 

を有している。 17 

 18 

東京都地域別総人口の推移 年齢階級別人口の推移 

（出典）東京都政策企画局「「未来の東京」戦略 附属資料 東京の将来人口」（2024.8 改訂） 

東京の各種社会経済指標 

（出典）東京の産業と雇用就業 2024（東京都産業労働局） 
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(4)コロナ禍を経た廃棄物を巡る動向 1 

新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ-19)（以下「コロナ」という。）への対処を通じ、都2 

内の廃棄物発生量にも大きな影響が生じた。収集ごみ（主に家庭ごみ）は、拡大初期である 20203 

（令和２）年にはいわゆる「巣ごもり」の影響等で増加がみられたが、2021（令和３）年以降は4 

減少しており、2023（令和５）年５月の５類感染症への移行後も引き続き減少傾向にある。 5 

持込ごみ（主に事業系ごみ）は、事業活動が抑制された 2020（令和２）年前半に大幅に減少6 

し、５類感染症への移行後も、テレワークの普及やデジタル化の進展等もありコロナ前よりも7 

減少している。 8 

  これらを踏まえた一般廃棄物合計でも、発生量は減少傾向が継続している。 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

また、コロナへの対処を通じて、社会様14 

式や人々の消費生活行動、意識のあり方な15 

ど、様々な領域においても大きな変化が生16 

じた。 17 

５類感染症への移行から２年余りが経18 

過し、社会は徐々にコロナ前の状態に戻り19 

つつあるものの、今後の施策展開に当たっ20 

ては、コロナ禍を経て定着した行動や価値21 

観の変容なども踏まえつつ、効果的な対策22 

を講じていく必要がある。 23 

 24 

 25 

都内可燃収集ごみ処理量の変化 都内可燃持込ごみ処理量の変化 

５類感染症への移行後における行動変容の継続希望 

（出典）第 6 回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する 

調査（内閣府 2023.5） 

（出典）東京都区市町村清掃事業年報より東京都環境局作成 
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４ 廃棄物処理業界を取り巻く状況 1 

(1)安定的な処理体制の確保・動脈分野との連携 2 

廃棄物処理業において、労働災害の発生頻度が低減傾向を示すなど、改善が見られるものの、3 

仕事がきつく、昨今の厳しい暑さに伴う熱中症リスク増大の中にあっても収集作業が止められ4 

ないなど、業務の特殊性等もあり、担い手不足は深刻な状況にある。また近年、社会問題化し5 

ているリチウムイオン電池の発火事故も安定的な廃棄物処理システムの確保を妨げている。 6 

廃棄物処理業は廃棄物の適正処理に加え、資源循環の取組の根幹を成す重要な役割を担って7 

おり、今後は廃棄物処理業界の労働環境改善も含め、強靭で安定的な処理体制の確保を進める8 

とともに、サプライチェーン全体での資源循環の促進に向けて、製造業をはじめとする動脈分9 

野との連携も図りながら、質と量を確保した再生資源の供給を拡大する取組を進めていくこと10 

が必要である。 11 

 12 

 13 

 14 

(2) 廃棄物処理業界を取り巻く状況（ＤＸ） 15 

廃棄物処理業界は収集運搬業、処分業ともに労働集約型の事業運営が多い状況にある。業界16 

のデジタルトランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）はサーキュラー・エコノミーや17 

処理の高度化・強靭化に寄与するとともに、担い手不足や働き方改革への対応にも貢献するも18 

のであり、動脈分野と連携して取組を推進していく必要がある。 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  28 

各業種における度数率（労働災害の発生頻度）の推移 廃棄物処理業における人材確保等の状況 

（出典）産業廃棄物処理業における労働災害の発生状況 （出典）令和２年度産業廃棄物処理業における多様な人材の確保に 

（公益社団法人全国産業資源循環連合会） 関する調査結果概要（環境省） 

処理施設へのＩｏＴ・ＡＩ技術導入 動静脈連携に係る情報共有の状況 

（出典）「産業廃棄物処理業者における DX推進実態に関する調査」(2021.10、廃棄物処理・リサイクルＩｏＴ導入促進協議会等） 
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５ 自然災害への備え 1 

 2 

近年、気候変動等に起因する豪雨や台風が頻発し、首都圏にも風水害を引き起こしているほ3 

か、マグニチュード７クラスの首都直下地震が今後 30 年以内に 70％の確率で発生することも4 

想定されている。2024（令和６）年８月には、政府により南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注5 

意）が発報されたことも記憶に新しい（同年８月８日発表、同 15日解除）。 6 

都は都内自治体との連携のもと、令和６年能登半島地震において災害廃棄物処理に係る仮置7 

場の設置・運営や、公費解体、鉄道コンテナを活用した広域処理等についての支援を実施した8 

ほか、2025（令和７）年 10月の令和７年台風第 22号及び第 23号で被災した八丈町に対し、災9 

害廃棄物処理の支援を実施しているところである。こうした支援経験も踏まえつつ、災害廃棄10 

物処理体制の強化や廃棄物処理システムの強靭化など、来たるべき自然災害への備えを的確に11 

講じていく必要がある。 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

首都直下地震の発生確率 

（出典）東京都の新たな被害想定～首都直下地震等による東京の被害想定～ 
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１ 計画の基本的な考え方と目指すべき方向性 1 

(1) 東京都資源循環・廃棄物処理計画の位置付け 2 

東京都資源循環・廃棄物処理計画（以下「当計画」という。）は、廃棄物の処理及び清掃に関3 

する法律（昭和 45年法律第 137号。以下「廃棄物処理法」という。）第５条の５の規定に基づ4 

き策定する計画である。 5 

また、当計画は、2050東京戦略（2025（令和７）年３月策定）及び東京都環境基本計画（20226 

（令和４）年９月策定）で掲げる個別分野の計画であり、その主要な方向性を示すものである。 7 

(2) 計画の期間等 8 

当計画の計画期間は、2026（令和８）年度から9 

2030（令和 12）年度までの５年間とする。また、10 

2050（令和 32）年度の東京の将来像を視野に入れ11 

つつ、2035（令和 17）年度を想定した中期的な施12 

策展開の方向性についても併せて提示する。 13 

 14 

(3) これまでの計画の変遷と当計画のコンセプト 15 

都は、2016（平成 28）年３月に策定した資源循環・廃棄物処理計画において、2030（令和 12）16 

年に向けた資源循環施策の方向性を提示するとともに、持続可能な資源利用への転換に向けた17 

取組を本格的に開始し、2021（令和３）年９月に策定した資源循環・廃棄物処理計画において取18 

組の深化を図ってきたところである。 19 

当計画において、都は、新たに 2035（令和 17）年のビジョンと中期的に取り組むべき施策展20 

開の方向性を提示しており、これも踏まえ、静脈分野からサーキュラー・エコノミーへの移行21 

を促進する取組を軸に、持続可能な資源利用の実現に向けた社会変革を加速するとともに、複22 

雑・多様化する社会課題への将来を見据えた的確な対処のもと、廃棄物処理システムの更なる23 

充実強化を目指すべきである。 24 

2050（令和 32）年における持続可能な資源利用の姿 
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(4) 2035（令和 17）年の目指すべきビジョン 1 

2021（令和３）年９月に策定した資源循環・廃棄物処理計画では、2030（令和 12）年に向け2 

て東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿として、「東京が大都市としての活力を維持し、3 

社会を発展させるため、持続可能な形で資源を利用する社会の構築を目指すとともに、社会的4 

なコストや環境負荷を踏まえた上で、社会基盤としての廃棄物・リサイクルシステムの強化を5 

目指す」ことを掲げた。 6 

都は、第１章で述べた資源利用や環境制約、国内外の動向や東京の資源循環・廃棄物処理を7 

巡る諸課題等を踏まえ、2035（令和 17）年に向けて、「資源の大消費地である東京の責務とし8 

て、ＣＯ２排出実質ゼロにも貢献する持続可能な資源利用に向けた取組をサプライチェーン全体9 

で推進し、サーキュラー・エコノミーへの移行促進を図るとともに、社会課題に的確に対応す10 

る資源循環・廃棄物処理システムの安定的な基盤の確保を目指していく」こととし、計画推進11 

に向けて各施策を展開していくべきである。 12 

 13 

２ 計画推進に向けた施策体系の全体像 14 

(1) 計画を支える３つの柱と 10の施策領域 15 

都は、計画を支える３つの柱のもと、10個の施策領域を設定し、今後都が展開する施策強化16 

の方向性を提示するべきである。３つの柱と各施策領域は以下のとおりであり、各施策領域の17 

詳細については、第４章において後述する。 18 

 19 

● 計画の柱① 資源ロス削減と循環利用の強化・徹底 20 

   地球規模での資源制約・環境制約が厳しさを増す中、持続可能な資源利用を推進するため、21 

資源の効率的で長期的な利用や廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）の促進22 

などにより資源ロスを大幅に削減するとともに、なお廃棄されるものについては再生利用（リ23 

サイクル）を誘導し、廃棄物の循環利用をこれまで以上に徹底していく。 24 

 25 

  ⇒ 施策領域１ 重点対策分野における包括的な資源循環施策の展開 26 

  ⇒ 施策領域２ ２Ｒ（リデュース、リユース）を基調としたライフスタイルへの転換 27 

  ⇒ 施策領域３ 廃棄物の循環利用の更なる促進 28 

 29 

● 計画の柱② 持続可能な資源利用の実現に向けた社会変革の加速 30 

将来における持続可能な資源利用の実現を目指すため、これまで都が展開してきた取組の 31 

一層の充実に加え、サーキュラー・エコノミーへの移行促進を軸に社会のあり方を大きく転32 

換し、多様な主体との連携・協働のもと、仕組み・支援の両面から社会変革の加速・進展を促33 

す取組を強力に推進していく。 34 

 35 

 36 
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 1 

  ⇒ 施策領域４ 資源循環の機運醸成と時代に対応した新たな仕組みづくり 2 

  ⇒ 施策領域５ 多様な主体との連携・協働の促進 3 

  ⇒ 施策領域６ 持続可能な資源利用の主流化 4 

 5 

● 計画の柱③ 社会課題に対応した強靭で安定的な廃棄物処理システムの確保 6 

人口減少をはじめとする社会構造の変化や自然災害への備え、カーボンニュートラルへの 7 

貢献など、資源循環・廃棄物処理を取り巻く様々な社会課題への的確な対処を図り、持続可能8 

な資源利用の基盤を成す廃棄物処理システムの更なる充実・強化を進めていく。 9 

 10 

  ⇒ 施策領域７ 社会構造の変化に対応した廃棄物処理システムの更なる充実・強化 11 

  ⇒ 施策領域８ 資源循環・廃棄物処理の基盤を成す適正処理の確実な遂行 12 

  ⇒ 施策領域９ 災害廃棄物対策の一層の推進 13 

⇒ 施策領域 10  廃棄物処理システムの脱炭素化とシナジー施策の展開 14 

 15 

 16 
当計画における施策体系の全体像 
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１ 指標の設定 1 

(1) 指標設定の考え方 2 

都は、持続可能な資源利用の実現に向けて今後展開する各施策の進捗水準や、東京における3 

資源の循環状況等を定量的に捕捉するため、指標を設定するべきである。 4 

各指標は、関連データの取得や推計の容易性、継続性等も勘案しつつ、原則として東京の資5 

源循環・廃棄物処理に係る施策展開の総括的な方向性の把握に資する項目を設定し、計画の３6 

つの柱ごとに設けることとするべきである。 7 

(2) 当計画で設定する指標 8 

上記の考え方を踏まえ、持続可能な資源利用に向けた共通指標や、第４章で示す重点対策分9 

野を中心とした各施策の総括的な取組指標など、以下の 28 項目の指標を設定することとする。10 

今後、当計画に基づき各施策の強化・進展を図ることにより、各指標の数値向上等を目指すと11 

ともに、サプライチェーン全体を見据え、統計データの公表状況や推計手法の精度向上等の状12 

況も踏まえながら、指標の見直し・改善を検討していくことが求められる。 13 

なお、各指標の現況等については、巻末の参考資料に示す。 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

当計画における設定指標一覧 
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２ 計画目標の設定 1 

(1) 将来推計 2 

廃棄物処理法に基づき策定する当計画では、廃棄物の発生量や処理量の見込み、廃棄物の減3 

量その他その適正な処理に関する基本的事項を定める必要があるため、2030（令和 12）年度及4 

び 2035（令和 17）年度における都内の廃棄物について、排出量、再生利用量（率）及び最終処5 

分量を推計することとする。 6 

将来推計に当たっては、都の既往計画である「プラスチック削減プログラム」、「東京都食品7 

ロス削減推進計画」及び「2050東京戦略」、区市町村及び一部事務組合が定める基本計画で掲8 

げる取組効果に加え、当計画に基づき今後強化・加速を図る取組の施策効果等を勘案し、現行9 

の対策を強化したケースを想定し、後年度推計を実施する。 10 

なお、将来推計の詳細については、巻末の参考資料に示す。 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

将来推計に当たり設定した施策効果一覧 

将来推計量（率）のまとめ 
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(2) 当計画で設定する計画目標 1 

目標の設定と明示は、東京のあるべき都市の姿を実現するために、行政、都民、事業者等が、2 

それぞれどのようなゴールに向けて対応すべきかを示す、広く都民等が共有する概念として重3 

要なものである。 4 

前述の各設定指標のうち、廃棄物処理法で規定する基本的事項を踏まえ、当計画で設定する5 

計画目標として、一般廃棄物排出量、一般廃棄物再生利用率及び最終処分量を選定し、当計画6 

に基づき今後強化・加速を図る取組の施策効果等を勘案した将来推計の結果を踏まえ、2030（令7 

和 12）年度及び 2035（令和 17）年度の目標値を設定する。また、関連計画で定めている家庭と8 

大規模オフィスビルからのプラスチック焼却量、食品ロス発生量の 2030（令和 12）年度及び9 

2035（令和 17）年度の目標値についても併せて計画目標として位置付ける。 10 

今後、これら５つの計画目標について、各年度における進捗管理を行うとともに、当計画に11 

基づき各施策の強化・進展を図ることにより、目標の達成を目指していくことが求められる。 12 

 13 

 14 

 15 

当計画で設定する計画目標一覧 
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１ 計画の柱① 資源ロス削減と循環利用の強化・徹底 1 

■ 施策領域１ 重点対策分野における包括的な資源循環施策の展開 2 

サーキュラー・エコノミーへの移行に向け、東京の社会経済活動に伴い生産・流通・消費され3 

る素材・製品等のうち、廃棄物の発生量や環境影響、社会課題への対処等の観点から、サプラ4 

イチェーン全体を視野に入れ、重点的に対策を講じるべき６つの分野を設定し、その特性に応5 

じた包括的な資源循環施策を展開していくべきである。 6 

 7 

● 重点分野１ プラスチック資源循環の推進 8 

【現状と施策状況】 9 

都は 2019（令和元）年 12月に策定した「プラス10 

チック削減プログラム」に基づき、先進的な事業者11 

等と連携した２Ｒ・水平リサイクルに関する新たな12 

ビジネスモデルの創出支援、自治体による家庭のプ13 

ラスチックの分別収集・リサイクルの促進等の取組14 

を展開している。これらの取組やプラスチック資源15 

循環法の施行により、都内のプラスチック資源循環の取組は着実に進展を見せているもの16 

の、コロナへの対処などもあり、プラスチック焼却量は横ばいの状況にある。 17 

【施策を巡る課題】 18 

プラスチックの２Ｒを基調とした社会への転換に向けた行動変容の促進、資源循環に資19 

するビジネスモデルの社会実装拡大、国内外のプラスチック対策を巡る動向への対処など、20 

プラスチック対策には多岐にわたる課題が存在している。 21 

都内におけるプラスチック焼却量の多くを占める家庭系では、区部を中心にこれまで多22 

くの自治体で未実施だった分別・リサイクルの実施に目途がついた一方で、今後は、実施済23 

自治体の回収状況を踏まえた分別収集の強化・拡大が重要な課題である。 24 

また、オフィス系については、３Ｒアドバイザー、都庁舎でのボトル toボトルやマテリ25 

アルリサイクルの率先行動、水平リサイクル費用補助などを通じて事業者の取組を促して26 

いるものの、本格的な普及のためには、更なる取組の強化が必要となっている。 27 

【施策強化の方向性】 28 

都が新たに設定した 2035（令和 17）年の焼却量削減目標（家庭と大規模オフィスビルか29 

ら排出される廃プラスチックの焼却量を 50％削減）の達成に向け、以下の取組を推進すべき30 

である。なお、取組強化の方向性に関する詳細を巻末付属資料に示す。 31 

施策の構築にあたっては、まず、プラスチック利用のあり方を見直し、大幅な削減を目指32 

すとともに、リユースやリペア等を基調とした社会への移行に向けた取組を推進すべきであ33 

る。その上で、発生した廃プラスチックについては、同等の素材に戻す水平リサイクルによ34 

り循環利用を促進すべきである。また、バイオマス資源利用や、海ごみ対策等の汚染対策も35 

含め、各種関連施策を総合的に推進し、持続可能なプラスチック利用を実現すべきである。 36 

都内プラスチック焼却量の推移と削減目標 
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・家庭系プラスチック資源循環の推進 1 

２Ｒを基調としたライフスタイルへの転換に向け、２Ｒビジネス支援やリユース事業者と2 

自治体との連携を促進するとともに、戦略的な広報展開を通じて、都民・事業者の行動変容3 

を一層促すべきである。その上で、区市町村において、粗大・不燃ごみ等の広域的な回収も4 

含め、資源化率の向上に向けた更なる支援が必要である。加えて、製造・販売事業者による5 

自主回収の拡大に向けた取組を強化すべきである。 6 

・事業系プラスチック資源循環の推進 7 

２Ｒビジネスや水平リサイクルの社会実装に向け、関係事業者等の連携・マッチング支援8 

の拡充、プッシュ型でのアドバイス強化も通じ、広域的・面的な導入を促進すべきである。9 

また、建設廃棄物等を含むプラスチックについても、コーディネータ派遣やトレーサビリテ10 

ィの確保等を通じた資源循環を推進すべきである。 11 

 12 

● 重点分野２ 食品ロス・食品廃棄物対策の推進 13 

【現状と施策状況】 14 

都は 2021（令和３）年３月に「東京都食品ロ15 

ス削減推進計画」を策定するとともに、食品ロ16 

ス削減パートナーシップ会議を通じ、施策検討17 

や協働した取組を実施している。具体的には、18 

都内の食品ロスの多くを占める事業系ロス対策19 

として、小売業・外食産業を中心に、好事例の発20 

信や先進技術の導入支援等の取組を展開してい21 

るほか、冊子や動画、見える化サイト等を用いた消費者に対する普及啓発や、大学・業界団22 

体等と連携した安心・安全な食品寄付スキームの検討等を行っている。これらの取組により、23 

食品ロス発生量を 2030（令和 12）年度に 2000（平成 12）年度比半減する計画目標を 202224 

（令和４）年度時点で 10年前倒しで達成した。 25 

【施策を巡る課題】 26 

現状、都内の食品ロス発生量は目標達成水準にあるものの、インバウンドの急増やコロナ27 

後の外食産業の回復等により 2023（令和５）年度は事業系ロスがリバウンドしており、家28 

庭系ロスについても、2017（平成 29）年度以降、増減はあるものの概ね横ばいで推移して29 

いる。 30 

食品寄付については、期限の短い日配品等の寄付は、短期間での利活用の調整が難しく進31 

んでいない。また、都が長期的に目指す「2050（令和 32）年食品ロス実質ゼロ」の実現に向32 

けては、再生利用の取組も重要であるが、家庭系は大半が焼却に回っており、事業系も小規33 

模事業者の再生利用実施率が低調という課題を抱えている。 34 

【施策強化の方向性】 35 

  都が新たに設定・強化した食品ロス削減目標（2030（令和 12）年度 60％削減、2035（令和36 

17）年度 65％削減）の達成に向け、以下の取組を推進すべきである。  37 

都内食品ロス発生量の推移と削減目標 

※2023 年度は速報値 
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・食品ロス対策の充実・強化 1 

食品ロス対策の更なる進展に向けて、「東京都食品ロス削減パートナーシップ会議」にお2 

ける施策強化の方向性に係る議論等を踏まえ、更なる多面的な施策展開を図っていくべき3 

である。 4 

  削減対策の推進に当たっては、第一に食品ロスを発生させない、発生しているものは減5 

らしていく「発生抑制」を最優先とし、様々な理由で不要になったが食べることのできる6 

食品は、必要な場所で可能な限り「有効活用」を図り、それでもやむを得ず発生する食品ロ7 

スは、飼料化や肥料化等の「再生利用」に努めていくことが求められる。 8 

家庭系については、食品ロス量の見える化やターゲットごとの特徴等を捉えた普及啓発・9 

先進技術の利用促進等により削減対策を推進すべきである。 10 

事業系については、業界団体との連携等による、インバウンド対策を含めた外食におけ11 

る食べきり・食べ残しの持ち帰り促進のほか、先進技術の導入に向けた伴走型の支援等に12 

取り組むべきである。 13 

また、事業者の寄付から消費者が受け取るまでのリードタイム短縮につながる地域密着14 

型の寄付の仕組みや、食品廃棄物の再生利用促進に向けたリサイクルルートの構築を推進15 

すべきである。 16 

 17 

● 重点分野３ ＳＡＦ普及拡大を通じた資源循環の推進 18 

【現状と施策状況】 19 

近年、ＳＡＦ（Sustainable Aviation Fuel、持続可能な航空燃料）は航空業界の脱炭素20 

化に資するものとして注目が集まっており、国が掲げる 2030（令和 12）年の航空燃料に対21 

するＳＡＦ供給目標量 10％に向け、2025（令和７）年４月に国内初の大規模製造所（大阪22 

府堺市）からのＳＡＦ供給が開始したほか、全国で複数の大規模製造所の建設プロジェクト23 

が進行している。 24 

都は脱炭素への貢献に加え、資源循環の促進を図るため、ＳＡＦの原料となる廃食用油に25 

ついて、東京 2025世界陸上を契機とした区市町村との連携キャンペーン等を通じて家庭用26 

廃食用油の回収拡大を推進している。また、廃棄物からＳＡＦ原料となるバイオエタノール27 

製造に取り組む事業者に対し、実現可能性調査について東京二十三区清掃一部事務組合と28 

ともに支援を行う等の取組を実施している。 29 

【施策を巡る課題】 30 

家庭から排出される廃食用油は、現状そのほとんどが廃棄されており、再資源化には大き31 

な取組余地が存在する。また、日本最大の旅客数を誇る羽田空港が立地する東京において、32 

廃食用油を再利用して航空燃料にしようという都民の行動変容を進めるとともに、地域に33 

身近な回収場所を多く確保していくことが重要である。 34 

また、ＳＡＦの原料となるポテンシャルを持つ廃棄物については、国内で廃棄物からバイ35 

オエタノールを製造する小規模な実証事業が進められているものの、技術面やコスト面で36 

課題があり、商用化には至っていない。 37 
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【施策強化の方向性】 1 

・ＳＡＦ普及拡大を通じた廃食用油や焼却される廃棄物の資源循環の促進 2 

廃食用油の再生利用推進に向け、自治体による分別収集や事業者による店頭回収など回収3 

拠点の拡大を図り、都民の行動変容を一層促進するとともに、区市町村や清掃一部事務組合4 

とも連携し、都内廃棄物を原料とするバイオエタノール製造技術の社会実装に向けた取組を5 

支援すべきである。 6 

 7 

● 重点分野４ バイオマス資源の循環利用促進（事業者の取組） 8 

【現状と施策状況】 9 

都は大規模オフィスビルや商業施設を対象に、区市町村と連10 

携し、紙類、食品等の事業系廃棄物の３Ｒ推進に向けたアウト11 

リーチ施策である３Ｒアドバイザー事業を実施している。また、12 

一部企業では衣類や紙類、食品廃棄物等の店頭回収を推進して13 

いるほか、商工団体とリサイクル業界が連携し、小規模事業所14 

の資源回収システム「東商エコリーグ」等が展開されている。 15 

【施策を巡る課題】 16 

事業者が事業活動に伴い排出されるものは、紙類をはじめとするバイオマス由来のもの17 

が多くを占めており、発生抑制やリサイクルにも取組余地がある。また、店頭回収などの事18 

業者による自主回収や業界団体等が連携した取組は、古紙その他のバイオマス資源の３Ｒ19 

ルート多様化に資するため、こうした取組の輪を拡大することが重要である。 20 

【施策強化の方向性】 21 

・排出事業者における３Ｒ行動の一層の促進 22 

３Ｒアドバイザー事業を通じて事業者の取組状況やニーズに応じた多様な支援を実施す23 

るとともに、紙類を中心に、リサイクル可能なものが可燃ごみとして排出されない仕組み24 

を検討するなど、排出事業者の３Ｒ行動を一層促進するべきである。 25 

・バイオマス資源の３Ｒルート多様化 26 

バイオマス資源の循環を促進するため、企業間の連携による回収・リサイクルの促進や、27 

地域における面的なリサイクルループの構築など、３Ｒルート多様化に向けた支援を推進28 

するべきである。 29 

 30 

● 重点分野４ バイオマス資源の循環利用促進（行政回収） 31 

【現状と施策状況】 32 

都内から排出される可燃ごみの組成割合をみると、その７割程度は厨芥（生ごみ）のほか、33 

紙類、繊維、木草等といったバイオマス資源が占めている。都は、区市町村が行う食品ロス34 

対策や廃食用油の回収、紙おむつ、古紙、古布の再資源化促進といったバイオマス資源の循35 

環に関する支援策を展開するとともに、都と区市町村の共同検討会において、優良事例等の36 

情報共有を実施している。 37 

（令和４年度、N=10,794）より東京都環境局作成 

東京都の新たな被害想定～首都直下地震等による東京

の被害想定～ 

都内大規模建築物の廃棄物発生量等 

 

（出典）事業用大規模建築物における再利用計画書 
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 1 

【施策を巡る課題】 2 

紙類や繊維は、資源ごみとして多くの区市町村で回収が実施されているものの、前述のと3 

おり、資源化が可能なバイオマス資源が依然として焼却処理されている状況にある。特に可4 

燃ごみ中で最も多くを占める紙類については、資源としての回収を徹底するとともに、汚れ5 

た雑がみ等を含む一層の資源化に向けたリサイクルルートの拡大を進めていく必要がある。6 

また、再資源化施設が不足する生ごみやせん定枝等の再資源化や、ＳＡＦの原料としての需7 

要が高まる廃食用油の回収拡大も課題である。 8 

【施策強化の方向性】 9 

・自治体による回収拡大 10 

各自治体が実施する生ごみの堆肥化や衣類の分別回収、資源ごみの分別を促す手数料等に11 

よるインセンティブの設定、分別袋の配布等を通じた住民への普及啓発など、優良事例の横12 

展開や新たな取組への支援により、自治体による回収の強化を図っていくべきである。 13 

・リサイクル基盤の強化 14 

雑紙や紙おむつなど優れた再資源化技術を有する事業者との連携等によるリサイクルル15 

ートの拡大や、広域化・集約化と連動したリサイクル施設の整備促進等を通じて、バイオマ16 

ス資源のリサイクル基盤強化を進めていくべきである。 17 

 18 

● 重点分野５ 都市鉱山対策にも資する小型家電リサイクルの強化 19 

【現状と施策状況】 20 

2013（平成 25）年の使用済小型家電電子機器等の再資源21 

化の促進に関する法律施行から 12年が経過した。この間、22 

都は東京 2020 大会における「都市鉱山からつくる！みん23 

なのメダルプロジェクト」の実施や、区市町村が行う小型24 

家電リサイクルに関する取組への支援等により、多くの自25 

治体において小型家電リサイクルが行われている。 26 

また、都は 2022（令和４）年に「レアメタル緊急回収プロジェクト」を実施し、世界情勢27 

を受け供給不足が懸念されていたレアメタル等を含むパソコン等のリサイクル促進を図っ28 

たところである。 29 

【施策を巡る課題】 30 

資源価格の変動等により有価買取りの価格を運搬コスト等が上回る、いわゆる逆有償の31 

品目が増加する中、小型家電の回収品目を限定している自治体が見られており、小型家電の32 

再資源化には未だ取組余地がある。また、資源循環だけでなく、経済安全保障の観点でも、33 

レアメタルをはじめとする有用金属の国内循環による資源の確保が重要であり、都内での34 

小型家電リサイクルの一層の底上げが必要である。 35 

【施策強化の方向性】 36 

・リチウムイオン電池対策との連動等による小型家電リサイクル量の拡大 37 

小型家電回収状況（区部・多摩地域）（2024 年時点） 

都内食品ロス発生量の推移と削減目標 
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 電池内蔵製品の回収と連動した回収品目の拡大など、区市町村が地域特性に応じて実施す1 

る、回収からリサイクルまでの取組を支援し、都内全域で小型家電等のリサイクル量の拡大2 

を図っていくべきである。 3 

なお、リチウムイオン電池対策については、施策領域８で後述する。 4 

・官民連携での取組拡大による国内循環の促進 5 

幅広い製品を回収する民間事業者の取組の後押しや、官民連携による回収方法の拡大・住6 

民の利便性向上等により、有用金属の更なる国内循環を促進すべきである。 7 

 8 

● 重点分野６ 建設廃棄物対策の更なる加速 9 

【現状と施策状況】 10 

2000（平成 12）年に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が施行されて以降、11 

建設工事に伴って排出される特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンク12 

リート塊、木くず等）の再資源化が大きく進展した。また、公共工事における再生資材の利13 

用促進も図られており、都においても、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」で公共14 

工事における建設再生材の利用を規定するなど、建設資材廃棄物のリサイクルを推進して15 

いる。 16 

【施策を巡る課題】 17 

サーキュラー・エコノミーへの移行の機運が高まる中にあって、再生砕石の滞留など、再18 

資源化された資材の利用に頭打ちの状況が見られており、再生骨材コンクリートの利用を19 

推進するなど、品質やトレーサビリティの確保により、建設現場での再生資材使用を控える20 

意識の払拭を図ることが必要である。また、脱炭素社会の実現や資源循環の一層の促進に向21 

けては、建設廃棄物の中で最終処分の割合が比較的多い板ガラスや廃プラスチックなどの22 

特定建設資材廃棄物以外の廃棄物に関する取組についても進めていくことが重要である。 23 

【施策強化の方向性】 24 

・建設廃棄物の循環利用促進 25 

再生骨材コンクリートをはじめとする再生資材の公共工事26 

における利用促進や広域的な利用に向けた静脈物流の効率化27 

策の検討、品質･トレーサビリティ等の信頼性、優良事例等の28 

情報提供・発信を進めるため、事業者団体との連携のもと、29 

ＤＸ推進やマッチングコーディネータ制度の充実・強化を図30 

っていくべきである。 31 

■ 施策領域２ ２Ｒ（リデュース、リユース）を基調としたライフスタイルへの転換 32 

持続可能な資源利用の実現には、大量生産・大量消費・大量廃棄による一方通行型の社会経33 

済システムからの脱却が不可欠であるとの認識のもと、都民・事業者等が発生抑制や再使用、34 

長期使用を考慮した消費行動・経済活動を行いやすい環境の整備を東京から率先して実行して35 

いくべきである。  36 

東京都が進める事業者団体と連携した取組 
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● 多様なビジネスモデルの活用・連携による発生抑制施策の展開 1 

【現状と施策状況】 2 

都はリユース容器や量り売り、衣類等のリユースに係るビジネスの実装化支援など、様々3 

なビジネスモデルを展開する事業者との連携を図りながら発生抑制施策を推進してきた。4 

また、区市町村においても、廃棄された家具のリペア販売や、衣類や粗大ごみのリユース促5 

進など、事業者と連携した取組を実施している。 6 

【施策を巡る課題】 7 

リユース、リペア、シェアリング、サブスクリプション等のビジネスモデルは、資源の有8 

効活用を促進し発生抑制に貢献することから、持続可能な資源利用の実現に向けて重要な9 

取組である。一方で、こうした取組の東京都や区市町村施策への活用・連携は未だ途上にあ10 

り、大都市東京のスケールメリットを活かしながら、資源循環の観点でもこうしたビジネス11 

モデルの活性化を図り、更なる社会実装を進めていくことが必要となっている。 12 

【施策強化の方向性】 13 

・資源循環に資する多様なビジネスモデルの活用・連携の促進 14 

都の率先行動として、物品調達や廃棄時におけるリユースの促15 

進を図るとともに、区市町村や事業者と連携した各種ビジネスモ16 

デルの地域実装の後押し、都民・事業者の具体的な行動につなが17 

る啓発活動など、多面的な取組を推進していくべきである。 18 

 19 

● ごみ減量化への誘導方策の推進 20 

【現状と施策状況】 21 

都内の家庭ごみ排出状況等をみると、多摩地域は一人当たり22 

ごみ排出量、再生利用率ともに全国トップレベルの水準にある。 23 

ごみ減量に効果的な家庭ごみの有料化については、多摩地域24 

のほとんどで導入済みである一方で、区部は未実施、島しょ地25 

域の多くが未実施となっている。 26 

また、事業系ごみについては、清掃工場への持込手数料が地27 

域によって差があり、リサイクルに比べて焼却がコスト面で優28 

位となる自治体も存在している。 29 

【施策を巡る課題】 30 

家庭ごみでは、有料化を実施済みの自治体では一定のごみ減量効果が見られており、有料31 

化未実施の自治体における家庭ごみ減量化に向けた方策の強化が重要である。 32 

また、国の食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（2025（令和 7）年 3 月）33 

では、清掃工場への持込手数料は原価相当の料金徴収が望ましいと示しており、事業者が積34 

極的に事業系ごみのリサイクルに取り組むよう、インセンティブとなる施策の見直しが必要35 

である。  36 

オフィスリユース家具の展示販売 

「エコファニストリート」 

都内家庭ごみ（可燃・不燃）有料化状況 

都内事業系ごみ持込手数料 

（出典）東京都区市町村清掃事業年報（令和５年度実績） 

（出典）東京サーキュラーエコノミー推進センター 

    ホームページ 
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【施策強化の方向性】 1 

・ごみの減量・リサイクルを促す仕組みの構築と区市町村の取組の後押し 2 

都内における一層のごみ減量・リサイクルを進めるため、家庭ごみ有料化の導入や、資源3 

化を促す持ち込み手数料の見直しなど、都民・事業者の行動変容を促す仕組みの導入に向け4 

た検討を促すとともに、都民の理解と協力が得られるよう、導入の意義や効果等の関連情報5 

を積極的に発信することを含め、更なるごみの減量とリサイクル率向上に資する施策の拡充6 

により、区市町村の取組を後押ししていくべきである。 7 

■ 施策領域３ 廃棄物の循環利用の更なる促進 8 

資源の大消費地であり、再生資源の供給・使用に大きな役割とポテンシャルを持つ東京の責9 

務として、水平リサイクル等の高度リサイクル推進や、現状焼却・最終処分されている再生利10 

用可能な資源のリサイクルルート構築、再生資源の積極的活用など、廃棄物の高度循環利用を11 

積極的に進めていくべきである。 12 

 13 

● 都内リサイクル基盤の充実・強化 14 

【現状と施策状況】 15 

都は先進的な廃棄物処理施設やリサイクル施設等を東京臨海部に集中的に整備するスー16 

パーエコタウン事業を推進し、廃棄物の域内処理率や再生利用率の向上を図ってきた。また、17 

2024（令和６）年には再資源化事業等高度化法が公布され、今後、製造業者等の需要側と再18 

生資源の供給側である廃棄物処理業界の双方において、再生資源の質と量の一層の確保に19 

向けた動きが加速することが見込まれている。 20 

【施策を巡る課題】 21 

再資源化事業等高度化法の施行を見据え、再生材の質と量の確保を推進する意向を示す22 

処理業者がいるものの、高度なリサイクルに対応する設備や担い手の不足等から、まだ全体23 

的に対応は進んでいない。また、製造側が必要とする水準の再生材を確保するためには、廃24 

棄物から有用な資源を効率的に分離・回収するなど、処理プロセスの高度化が必要となって25 

いる。 26 

【施策強化の方向性】 27 

・時代に対応したリサイクル基盤の確保 28 

資源の大消費地、東京で発生する廃棄物に由来する再生材の質29 

と量の確保と供給拡大を図るため、ＡＩ等デジタル技術の活用な30 

どによる処理プロセスの高度化や省力化を推進するとともに、製31 

造業などの動脈企業と、再生材を供給する廃棄物処理事業者など32 

の静脈企業との連携を深め、サプライチェーン全体で、広域的な33 

活用も視野に効率的な資源循環の取組を促進すべきである。 34 

  35 

ＡＩ選別設備 
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● 太陽光パネルの高度循環利用の推進 1 

【現状と施策状況】 2 

都は関係事業者等からなる太陽光発電設備高度循環利用推進のための協議会を立ち上げ、3 

太陽光パネル（以下「パネル」という。）のリサイクルルート構築に向けた取組を進めてい4 

る。また、首都圏の高度リサイクル施設を指定するとともに、排出される住宅用パネルのリ5 

サイクル費用の一部を補助し、再資源化を促進している。なお、国では、パネルの適正な廃6 

棄・リサイクルのための制度的対応を検討中である。 7 

【施策を巡る課題】 8 

2012（平成 24）年のＦＩＴ制度導入を契機に設置が拡大し9 

た太陽光発電設備は、2030（令和 12）年代半ば以降に廃棄が10 

本格化する見通しであり、将来を見据えたリサイクル体制の11 

確保が必要となっている。住宅用は１件当たりの排出量が少12 

なく、収集運搬が非効率となるため、運搬効率の向上が課題13 

である。また、パネルの約６割を占めるガラスについて、現14 

在は路盤材などの建築土木資材への活用にとどまっている。 15 

【施策強化の方向性】 16 

・パネルの高度循環利用の更なる推進 17 

将来の本格廃棄への対応に向け、効率的な収集運搬・処理や処18 

理設備の高度化を促進し、リサイクル基盤の強化を加速するほ19 

か、ガラス等の再資源化後の活用先の多様化を推進していくべき20 

である。なお、ポータブルパネルの普及動向や、次世代型の太陽21 

電池のリサイクル技術の開発動向についても併せて注視していくべきである。 22 

 23 

● 公共調達を活用した循環利用の推進 24 

【現状と施策状況】 25 

都は都内有数の事業者・消費者として、環境配慮型製品の市場拡大や製品開発の支援、都26 

民・事業者等による環境配慮型製品の購入を喚起するため、「東京都グリーン購入ガイド」27 

（以下「グリーン購入ガイド」という。）を策定し、環境に配慮した物品・役務の調達を推28 

進している。グリーン購入ガイドは、国グリーン購入法基本方針との整合や政策誘導の観点、29 

調達の安定性などを踏まえつつ、環境局と調達部局が連携して調達要件を設定しており、資30 

源循環・廃棄物処理関係も様々な事項を盛り込んでいる。 31 

【施策を巡る課題】 32 

グリーン購入ガイドは原則として調達要件に合致する物品・役務が一定程度市場に存在33 

するものを要件設定しているが、更なる循環利用の推進に向けては、市場投入初期の製品・34 

サービスについても積極的な調達を図っていくことが重要である。また、多くの実需が毎年35 

安定的に発生する公共調達は、資源循環・廃棄物処理をはじめとする環境政策全般の推進力36 

となりうることから、都をはじめとする公共セクター全体での取組展開が有効である。 37 

38 

都内太陽光発電設備の廃棄量推計 

 

パネル構成とリサイクルの流れ（イメージ） 

都内太陽光発電設備の廃棄量推計 

 

（出典）第４回東京都太陽光発電設備高度循環利用推進協議会 
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【施策強化の方向性】 1 

・グリーン購入ガイドの更なる充実強化 2 

都が展開する資源循環施策を通じ環境配慮型製品の伴走支援を行3 

うとともに、グリーン購入ガイドへの反映の加速（推奨基準の積極的4 

活用）や、他の行政機関等への横展開を通じ、環境調達の更なる普及5 

拡大を目指していくべきである。 6 

  7 

基準 国のG購入法基本方針 都のグリーン購入ガイド 基準 国のG購入法基本方針　令和7年度 改訂内容
都のグリーン購入ガイド

（令和６年度）

基準値２
各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの

基準値２
各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの

配慮事項 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品

等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項

配慮事項 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品

等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項

【水準２】
現時点で必須条件ではないが、

配慮することが望ましい事項

国 基本方針と都 ガイドの相関
令和７年度

【水準１】
現時点で必ず考慮すべき事項

契約の際には、仕様書等に必ず記載

令和６年度

より高い環境性能の基準であり、調達に際しての支障や供給上

の制約等がない限り調達を推進していく基準として示すもの

基準値１

⇒　国の基準値１の要件は、一部品目に限り都の水準１に適用 ⇒　国の基準値１の要件は、原則、都の水準1に適用

【水準１】
現時点で必ず考慮すべき事項

契約の際には、仕様書等に必ず記載

基準値１ より高い環境性能の基準であり、可能な限り、調達を推奨して

いく基準として示すもの 【水準２】

現時点で必須条件ではないが、

配慮することが望ましい事項

必須

準必須

必須必須

準必須

推奨

必須

推奨 推奨
推奨

グリーン購入ガイドの構成 
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２ 計画の柱② 持続可能な資源利用の実現に向けた社会変革の加速 1 

■ 施策領域４ 資源循環の機運醸成と時代に対応した新たな仕組みづくり 2 

地域での３Ｒだけでなく、生産・流通まで遡り、社会全体の仕組みまで広げた対策や地域と3 

の連携を一層推進していくため、資源循環に資する関係法令の運用や各種制度の積極的な活用、4 

都民・事業者の資源循環行動の促進に資する環境整備など、仕組み面からの後押しを加速して5 

いくべきである。 6 

 7 

● 都民・事業者等の行動変容の促進 8 

【現状と施策状況】 9 

都は、メディア等と連携した番組配信・イベント開催や10 

動画・ＳＮＳなどを通じ、資源循環に関する情報を広く発11 

信するとともに、主催イベントでのリユースカップ活用12 

や大規模スポーツイベントと連携した資源循環キャンペ13 

ーンなど、ムーブメント醸成の取組を推進している。 14 

また、中央防波堤埋立処分場や東京スーパーエコタウ15 

ンの施設見学会など、東京の廃棄物処理の現場から資源循環の重要性を訴求している。 16 

【施策を巡る課題】 17 

持続可能な資源利用の実現に向けては、大都市東京が多量の資源を国内外に依存してい18 

ることも踏まえ、都民一人ひとりが資源循環・廃棄物処理を「自分ごと」として捉えられる19 

よう、情報発信の工夫を図ることが重要である。また、都民・事業者がサーキュラー・エコ20 

ノミーに資する具体的な行動に移すためには、環境配慮行動を客観的に評価できる判断基21 

準が必要となっている。このほか、街なかや観光地等におけるごみのポイ捨ても社会問題と22 

なりつつあり、地域美化対策の底上げを図っていく必要がある。 23 

【施策強化の方向性】 24 

・情報発信の更なる強化 25 

資源消費や廃棄行動が気候変動や生物多様性にも影響していることなど、多様な環境施策26 

を意識したコンテンツの配信を行うとともに、デジタル技術の活用も図りつつ体験型の情報27 

発信を展開することなどにより、学校現場等における若者世代への様々な学習機会の充実も28 

進めながら、持続可能なライフスタイルへの転換を促進していくべきである。 29 

なお、情報発信にあたっては、江戸の文化を受け継ぐ東京において、限られた資源の活用30 

や、無駄にしない知恵や工夫、域内で完結する資源利用など、資源循環を基調とした暮らし31 

方についての気付きが得られる機会の創出を併せて進めるべきである。 32 

・環境配慮行動の促進に向けた環境整備 33 

環境に配慮した製品・サービスを選択できるような環境の整備を促進するなど、都民・事34 

業者の資源循環の取組と企業のブランディングや価値向上の好循環を促すための方策を検35 

討するべきである。また、関係主体との連携の下、ごみの分別・持ち帰り文化の発信や地域36 

美化活動の更なる後押しなど、東京の環境美化に資する多面的な取組を推進すべきである。 37 

中央防波堤埋立処分場の見学（年間見学者：約 5 万人） 
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● 資源循環に向けた関係法令の運用・各種制度の活用推進 1 

【現状と施策状況】 2 

近年、サーキュラー・エコノミーへの移行に向けた取組を加速するため、小売業者、処理・3 

リサイクル事業者、製造業者等と広く連携し、廃棄物の再資源化を指向する事業者が増加し4 

ている。都も、店頭回収されたペットボトルの再生利用指定や、使用済み化学繊維製品の「専5 

ら物」への位置付けなどにより、事業者の再資源化への取組を促進しているほか、モデル事6 

業の実施を通じ、事業者が新ビジネスの構築にチャレンジする機会を提供している。 7 

【施策を巡る課題】 8 

関係法令との整合を図りつつ、効果的な資源循環ルートを構築9 

するためには、廃棄物該当性の判断など法令面における専門的な10 

知見が必要となる。また、プラスチックに係る資源循環の促進等に11 

関する法律、再資源化事業等高度化法などにより、大臣認定対象の12 

廃棄物や事業者の範囲が拡大する一方で、手続の煩雑さ等により13 

制度の活用は限定的となっている。 14 

【施策強化の方向性】 15 

・資源循環に資する法令の運用等 16 

学識経験者等とも連携し、廃棄物処理法の運用に係る知見を蓄積するとともに、廃棄物処17 

理法の運用・解釈事例の見える化を推進するべきである。 18 

・関係法制度の活用促進 19 

動静脈連携による更なる資源循環の促進に向けて、政策連携団体である（公財）東京都環20 

境公社に設置する東京サーキュラーエコノミー推進センター（以下「Ｔ-ＣＥＣ」という。）21 

とも連携し、大臣認定制度等様々な手法を伴走型で支援する仕組みの構築を進めるべきであ22 

る。 23 

■ 施策領域５ 多様な主体との連携・協働の促進 24 

持続可能な資源利用の実現に向けて、きめ細かな資源循環行政を可能とする住民に最も身近25 

な区市町村、資源循環・廃棄物処理の実業を担う関係業界、高い意欲と先進的な技術・知見を26 

有する事業者・団体等、多様な主体との幅広い連携の輪を強化し、変革をともに牽引していく27 

べきである。 28 

 29 

● 連携・協働の輪の更なる拡大 30 

【現状と施策状況】 31 

都は区市町村・都外自治体との施策連携や、大学・32 

研究機関との連携事業など、施策の実効性向上に向33 

け様々な主体と連携・協働を推進している。民間事業34 

者等との連携では、都政全般にわたる企業との包括35 

連携協定であるワイドコラボ協定の活用や、先駆的36 

廃棄物該当性の判断 

主な連携・協働の取組 

（出典）環境省通知（環循規発第 2104141） 

より東京都環境局作成 
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な取組を実施する企業・団体との協働を行っている。 1 

【施策を巡る課題】 2 

持続可能な資源利用の実現に向けた社会変革を軌道に乗せていくためには、優れた技術・3 

知見や様々なネットワーク・チャネルを有する多様な主体との連携・協働を深めていくこと4 

が不可欠である。また、全国各地の製造業や高いリサイクル技術を有する事業者との連携を5 

促進するとともに、地域の特性を活かしたリユース・リペア・シェアリングなど多様な選択6 

肢が提供されることを通じ、地域資源の更なる活用を促していくことが必要である。 7 

【施策強化の方向性】 8 

・連携・協働の輪の更なる拡大に向けた取組の推進 9 

Ｔ-ＣＥＣとの連携のもと、企業・団体間など各主体同士の連携・協働を促す環境づくりを10 

進めるとともに、各施策分野で培ってきた連携・協働の枠組み等を施策横断的に活用するな11 

どの取組により、持続可能な資源利用の実現に向けた機運を醸成し、新たな資源循環の輪を12 

拡大していくべきである。 13 

 14 

● 東京サーキュラーエコノミー推進センターの強化 15 

【現状と施策状況】 16 

都は、2022（令和４）年度、サーキュラー・エコノミーへの移17 

行に向けた取組を加速するため、（公財）東京都環境公社にＴ-18 

ＣＥＣを設置した。Ｔ-ＣＥＣでは、持続可能な資源利用に関す19 

る情報発信やシンポジウムの開催、相談・マッチング、ネット20 

ワーキングの場の提供（サーキュラーエコノミーサロン）、２21 

Ｒ・水平リサイクルの社会実装に係る各種補助事業の実施など、多様な取組を展開している。 22 

【施策を巡る課題】 23 

東京における持続可能な資源利用を推進するハブ機能を強化するためには、Ｔ-ＣＥＣが24 

行う各種取組の質・量の両面において、更なる拡充が必要である。また、マッチング等にお25 

けるデジタル技術の活用や、補助事業を効果的にコーディネートするための専門性の高い26 

体制を構築し、Ｔ-ＣＥＣの取組の実効性を一段と高めることが重要となっている。 27 

【施策強化の方向性】 28 

・戦略的広報の展開と支援・連携先の拡大 29 

都民や、事業者、自治体、ＮＰＯなど各主体のニーズに応じた情報発信に取り組むととも30 

に、サーキュラーエコノミーサロンでの参加者の裾野拡大等を通じた幅広い主体との連携促31 

進を図ることで、サプライチェーンの垣根を超えた協働した取組の創出を図るべきである。 32 

・情報基盤の拡充・プッシュ型の事業化支援 33 

資源循環に資するサービス提供事業者とビル・店舗等のテナントに対し、デジタル技術の34 

活用により効率的かつ広範にマッチングを促す仕組みを提供するとともに、補助事業等も含35 

めた具体的なソリューションなどを提案可能な専門人材を確保し、アウトリーチ活動を充実36 

していくべきである。 37 

サーキュラーエコノミーサロンの様子 
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● 廃棄物処理業界との協働による動静脈連携の一層の推進 1 

【現状と施策状況】 2 

近年、天然資源投入量の削減や温室効果ガスの排出削減3 

などを目指し、先駆的な動脈側の事業者と静脈側の事業者4 

が連携し、再生材の活用拡大を図る動きが進展しつつある。 5 

【施策を巡る課題】 6 

今後、動静脈のより一層の連携を促進していくためには、 7 

再生材の需要と供給に関する情報や、トレーサビリティの確保など、必要な情報を事業者が8 

共有できる仕組みを確保することが必要である。また、再生材をより広く活用する社会を構9 

築するためには、安定して再生材を供給できる静脈産業側の取組を充実するとともに、動脈10 

産業側においても、製品設計や原料変更を図っていくことが重要となる。 11 

【施策強化の方向性】 12 

・動静脈連携に向けた情報の見える化とマッチング事例の創出 13 

現在、都が業界団体と連携し構築を進める産業廃棄物事業者の検索プラットフォームにお14 

いて、事業者の資源循環に関する取組情報を公開するとともに、率先して動静脈連携に取り15 

組む事業者を評価する仕組みを構築することで、優良事業者の裾野を拡大すべきである。 16 

また、静脈産業の廃棄物処理業者と動脈産業のマッチングをコーディネートし、優良事例17 

の創出を支援・公表するほか、動脈産業や消費者等に対して再生材活用拡大に向けた啓発活18 

動を展開していくべきである。 19 

■ 施策領域６ 持続可能な資源利用の主流化 20 

東京で営まれる社会経済活動の隅々に持続可能な資源利用の実現に資する様々な取組の実21 

装・定着を目指すため、各施策分野の枠を超えた幅広い資源循環施策の地域への集中実装・横22 

展開や、サーキュラービジネスの活性化を通じた都民・事業者等の行動様式の変容促進を図っ23 

ていくべきである。 24 

 25 

● 先駆的な２Ｒ・水平リサイクル施策の社会実装拡大 26 

【現状と施策状況】 27 

都は、多様な資源循環施策の展開に向け、28 

プラスチック・食品ロス対策やＤＸ推進など、29 

様々な分野で事業者や業界団体等と連携した30 

実証事業を展開している。また、実証事業を31 

通じて創出した先駆的な２Ｒ・水平リサイク32 

ル技術やビジネスの社会実装を進めるため、33 

種蒔き期（実証事業）から育成期（支援・定着34 

の取組）へと順次施策進展を図っている。 35 

  36 

（出典）環境省 静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に 

係る小委員会資料 

主な実証事業と後発事業等 
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【施策を巡る課題】 1 

各施策分野において、実証から支援・定着の取組へと概ね順調に施策フェーズの移行を進2 

めているが、サーキュラー・エコノミーへの移行に向けては、こうした先駆的な取組の分野3 

横断的かつ面的な導入のコーディネートを後押しする必要がある。また、目指すべき将来像4 

である「持続可能な資源利用の定着」が実際の社会経済活動に実装された姿を都民・事業者5 

等に提示し、行動変容やビジネス転換等を加速することが重要である。 6 

【施策強化の方向性】 7 

・先駆的な２Ｒ・水平リサイクル等を先行実装したエリア・コミュニティの創出 8 

資源循環に資する技術やサービス、素材の種類等を問わず、サーキュラー・エコノミーを9 

目指した取組を先行的に集中実装するエリアの創出と横展開を図ることで、社会システムと10 

しての資源循環の定着や、技術・ビジネスの更なる普及拡大、都民・事業者等の行動変容促11 

進を目指していくべきである。 12 

 13 

● サーキュラービジネスの活性化 14 

【現状と施策状況】 15 

都は、静脈ビジネスの活性化に向けて、スタートア16 

ップ企業等との連携も図りつつ、実証事業等を通じ資17 

源循環・廃棄物処理のレベルアップや都民・事業者等18 

の資源循環に係る取組を促す新たなサービス・ビジネ19 

スモデルの創出支援を実施している。 20 

【施策を巡る課題】 21 

サーキュラービジネスの創出と社会実装の拡大に当たっては、環境政策としての取組の22 

有効性や実効性の観点に加え、ビジネスとしての自走性や社会的な受容性、認知度などの諸23 

課題や、多くの人口・企業・資金等が集積している東京の特性を踏まえつつ、取組を後押し24 

していくことが重要である。また、アップサイクルやシェアリング等といった新たな売り25 

方・使い方、ｅ-コマースの普及など、社会経済活動の変化を踏まえた取組を促進する必要26 

がある。 27 

【施策強化の方向性】 28 

・サーキュラービジネスの更なる活性化 29 

実証事業等の実施による社会実験の場の提供や関係法令等に関する技術的助言などを通30 

じ、産業・経済部局とも連携を図りつつ、スタートアップを含む事業者がチャレンジしやす31 

い環境の整備や支援を展開するべきである。また、新たに創出されるサービスやビジネスモ32 

デルの主流化に向けて、企業、金融機関、自治体、専門家等とのネットワーキング機会を提33 

供するとともに、循環経済型ビジネスの情報発信強化や活用しやすい環境整備を通じて、動34 

静脈連携やイノベーションの創出を促進していくべきである。 35 

スタートアップ企業との主な連携・実証事例 
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３ 計画の柱③ 社会課題に対応した強靭で安定的な廃棄物処理システムの確保 1 

■ 施策領域７ 社会構造の変化に対応した廃棄物処理システムの更なる充実・強化 2 

今後見込まれる人口減少や担い手不足等の社会構造の変化に的確に対応し、社会基盤として3 

の廃棄物処理システムの維持・発展を目指すため、自治体・業界団体等と連携し、デジタル技4 

術の活用を中心に廃棄物処理のＢＰＸ＊を推進するとともに、区市町村における廃棄物処理の広5 

域化・集約化の検討を促進していくべきである。 6 

＊（Business Process Transformation、組織を超えた業務の変革を企画） 7 

 8 

● 廃棄物処理のＢＰＸ推進等による事業効率化と労働環境改善 9 

【現状と施策状況】 10 

都は、産業廃棄物の排出事業者や処理業者等に対し、適正処理・事務の効率化に資する電11 

子マニフェスト利用を促進するなど、各種事務・事業の電子化を推進している。また、労働12 

集約型の事業運営が多い廃棄物処理の高度化・効率化を図るため、産業廃棄物処理業者に対13 

し、ＤＸを活用したサーキュラー・エコノミーに貢献する新ビジネスの創出を支援している。 14 

【施策を巡る課題】 15 

資源循環の更なる進展に向けては、深刻な人手不足や労働環境の改善、サーキュラー・エ16 

コノミーへの対処など、多様な課題を抱える静脈産業の下支えとレベルアップを関係主体17 

が一丸となって進めていくことが重要である。とりわけデジタル技術は多くの手続・申請報18 

告等が存在する廃棄物処理業務の効率化・省人化や、処理の高度化・強靭化、業界の働き方19 

改革など様々な効果が期待できることから、廃棄物処理のＤＸを積極的に推進していく必20 

要がある。 21 

また、国は 2024（令和６）年に、区市町村の一般廃棄物処理業務に係る価格転嫁・働き方22 

改革等の促進に向け、対応すべき重要事項を通知したところであり、賃金や物価の急激な上23 

昇、昨今の猛暑に伴う熱中症リスク増大など、社会環境の変化を踏まえた継続的で安定的な24 

適正処理の確保が必要となっている。 25 

【施策強化の方向性】 26 

・廃棄物処理システムの充実・強化に向けたＢＰＸ推進等の加速 27 

各種許認可手続・申請報告の一元化や事業者の資源循環に関す28 

る情報共有等に向け、都独自の産業廃棄物手続等デジタルシステ29 

ムの構築や廃棄物処理プロセスのＤＸを一層促進することで、業30 

界の生産性向上や労働環境改善を図りながら、サーキュラービジ31 

ネスの活性化を推進すべきである。 32 

また、深刻な担い手不足の中でも、止めることができない住民の生活に密着した区市町村33 

の廃棄物収集運搬の効率化や価格転嫁・働き方改革（暑さ対策等）の対応を促すため、業務34 

マニュアルや相談窓口を通じた技術的助言、熱中症対策を含む労働環境改善の後押しなど、35 

総合的な支援を実施していくべきである。 36 
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● 一般廃棄物処理の広域化、処理施設の集約化 1 

【現状と施策状況】 2 

都内のごみ排出量は既に減少傾向にある中、2030（令和3 

12）年をピークに都内の人口は減少に転じると予測され、ご4 

み排出量は今後も減少することが見込まれている。都は、5 

1999（平成 11）年３月には「東京都ごみ処理広域化計画」6 

を、2023（令和５）年３月には「東京都における今後のごみ7 

処理の広域化・ごみ処理施設の集約化の方向性」を策定し、8 

安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築を推進している。 9 

【施策を巡る課題】 10 

2024（令和６）年３月、国は、都道府県が主体となり、2050（令和 32）年までを計画期間11 

とする「長期広域化・集約化計画」を 2027（令和９）年度末を目途に策定するよう通知を発12 

出した。都においても、人口とごみの減少を前提としたコスト縮減等の持続可能な適正処理13 

の確保に加え、廃棄物処理施設の脱炭素化や再資源化技術の高度化・効率化等の観点からも、14 

中長期的な視点で更なる廃棄物処理の広域化や施設の集約化に向けた検討を行う必要があ15 

る。また、検討に際しては、地域の実情や都民生活への影響等を踏まえるとともに、将来に16 

おける再資源化の進展等を見据え、ごみ焼却施設だけでなく再資源化施設等についても検17 

討の対象とすることが重要である。 18 

【施策強化の方向性】 19 

・新たな「長期広域化・集約化計画」の策定 20 

区市町村等との協議のもと、再資源化施設を含む都内の廃棄物処理施設について、2050（令21 

和 32）年を見据えた長期広域化・集約化計画を策定するとともに、広域化・集約化に係る促22 

進策の検討を推進していくべきである。 23 

■ 施策領域８ 資源循環・廃棄物処理の基盤を成す適正処理の確実な遂行 24 

持続可能な資源利用の実現には、その基盤を成す適正処理の確実な遂行が不可欠であり、近25 

年社会課題化しているリチウムイオン電池問題など、安定的な資源循環・廃棄物処理を妨げる26 

諸課題への対処を強化・加速していくべきである。 27 

 28 

● リチウムイオン電池対策 29 

【現状と施策状況】 30 

近年、廃棄物の収集運搬や中間処理時において、リ31 

チウムイオン電池に起因する発火事故等が全国・都内32 

で発生している。 33 

都は、「リチウムイオン電池 混ぜて捨てちゃダメ！」34 

プロジェクト等を通じた危険性の注意喚起や、複数自35 

治体を広域的に調整し、回収・資源化を行う事業、大学36 

ごみ焼却施設の焼却規模別数 

（出典）東京都区市町村清掃事業年報（令和５年度実績） 

より東京都環境局作成 

リチウムイオン電池の行政回収状況（2025.4 時点） 
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と連携した安全・安心な処理フローの構築等を通じ、区市町村の取組を支援している。 1 

【施策を巡る課題】 2 

2025（令和７）年４月に、国から市町村に家庭から排出される全てのリチウムイオン電池3 

の回収体制の構築を求める通知が発出されたほか、８月には、資源有効利用促進法の対象品4 

目にモバイルバッテリー、スマートフォン、加熱式たばこデバイスの３品目が追加となる方5 

向性が示された。都内では、回収未実施や一部電池のみ回収の自治体も未だ存在しており、6 

都民が身近で排出できる環境の更なる整備が必要である。また、電池回収の徹底に向けては、7 

適正処理や再資源化を行うことができる事業者が限定されることや、回収時の安全確保等8 

も課題となっている。 9 

【施策強化の方向性】 10 

・回収対象の拡大及び回収ルートの拡充 11 

都内自治体によるリチウムイオン電池の回収対象を拡大するため、地域の特性に応じて回12 

収から処理までの安全かつ安定的な国内資源循環ルートの確保に向け、更なる施策を推進す13 

るべきである。 14 

・適正排出の徹底と安全対策の強化 15 

廃棄物処理過程における火災事故が多発する中で、国や事業者団体等とも連携し、分別排16 

出を一層促進するためのインセンティブとなる施策の検討も含め、適正排出の徹底に向けた17 

取組の強化を図るとともに、分別回収から保管・運搬・処理における実効性の高い安全対策18 

の普及を後押しすべきである。 19 

 20 

● 不法投棄対策を通じた適正処理の推進 21 

【現状と施策状況】 22 

都は、不法投棄の主な発生源である解体工事現場や、廃家23 

電等の違法な収集を行う不用品回収業者、不適正な処理を24 

行う金属スクラップ業者等に対して、産廃Ｇメンによる立25 

入指導等を実施している。 26 

また、東京都、近隣の 11 県、25 政令市 37 自治体からな27 

る産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会（産廃スクラム28 

37）において、産業廃棄物車両の一斉路上調査を行うなど、広域的な対策を推進している。 29 

【施策を巡る課題】 30 

対策の進展により産業廃棄物の不法投棄は着実に減少しているものの、不適正処理の事31 

案が複雑・巧妙化しているほか、都県境をまたぐ広域的な移動を伴う不適正処理や、工事現32 

場内における産業廃棄物の残置・埋却などの事案も未だ散見されている。 33 

また、廃家電等が違法に収集され、環境汚染防止の措置がされないままスクラップとして34 

海外に輸出される事例が発生している。今後も、金属資源価格の上昇が見込まれる中、金属35 

以外の資源も含め、廃家電等の不法投棄リスクの高まりとともに、不適正な処理が行われた36 

場合の環境汚染を防止することが必要となっている。  37 

産廃 G メンによる解体現場立入件数 
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【施策強化の方向性】 1 

・発生源からの不法投棄対策と複雑・巧妙化する不適正処理対策の推進 2 

解体工事現場等への立入指導に加え、苦情・通報に基づく不適正処理事案については、産3 

廃スクラム 37 構成自治体や警察等と連携した立入指導、普及啓発を強化するとともに、困4 

難事案については弁護士相談等も活用しながら対策を推進するべきである。 5 

・不適正なスクラップ業者・不用品回収業者対策の推進 6 

不適正なスクラップ業者や違法な不用品回収業者に対し、警察や区市町村等とも連携して7 

効果的な啓発を展開するとともに、産廃スクラム 37 においても不適正ヤード対策等の課題8 

の共有を含め、一層緊密に連携・協力して対応していくべきである。 9 

■ 施策領域９ 災害廃棄物対策の一層の推進 10 

2023（令和５）年９月に改定した東京都災害廃棄物処理計画を基本として、大規模地震・台風11 

等への支援対応を踏まえた対策の強化も図りつつ、近い将来に発生すると想定されている首都12 

直下地震や、近年頻発する豪雨・台風などの大規模自然災害への備えとして、災害廃棄物対策13 

の一層の強化を図っていくべきである。 14 

 15 

● 来たるべき災害への備え 16 

【現状と施策状況】 17 

都は災害廃棄物処理計画に基づき、一部事務組18 

合・構成自治体が策定・改定する災害廃棄物合同19 

処理マニュアルについて、伴走型で技術的な支援20 

を実施している。また、都内発災時、各自治体が21 

主体的に災害廃棄物処理を進めることができる22 

よう、区市町村・一部事務組合における災害廃棄物処理に係る人材育成を進めている。 23 

【施策を巡る課題】 24 

災害廃棄物処理計画や災害廃棄物処理対策マニュアルにおいて、平常時・初動期・応急対25 

策期以降の体制整備、進行管理等の具体的な手順等を定めているが、区市町村等が速やかに26 

合同処理体制を構築するための事前準備や、各自治体で災害廃棄物処理実務の中核を担う27 

人材が依然として不足している。また、発災後における円滑な仮置場の設置・運営や、し尿28 

処理を進めるためには、平時から状況に応じた検討が必要である。 29 

【施策強化の方向性】 30 

・災害対応力の一層の強化 31 

災害廃棄物合同処理マニュアルの策定により関係者間の認識共有化を図るとともに、実務32 

的な専門知識の習得を目的とした専門人材の育成研修を実施するべきである。このほか、区33 

市町村自らが仮置場の用地を確保できるよう指導・助言を実施するとともに、災害廃棄物の34 

処理に関して、広域的な観点から支援・受援それぞれの事務処理フローの明確化に向けた取35 

組を推進していくべきである。 36 

処理計画、推進計画、マニュアルの関係 
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● 大規模地震・台風等への支援対応を踏まえた対策の強化 1 

【現状と施策状況】 2 

都及び都内自治体は、東日本大震災等の経験を活かし、令和６3 

年能登半島地震における災害廃棄物処理支援のため、石川県庁及4 

び県下自治体へ職員を派遣し、初動対応のみならず公費解体の体5 

制構築に向けた支援を行うとともに、都内自治体等の清掃工場で6 

災害廃棄物の受入処理を実施した。 7 

また、能登半島地震で発生した災害廃棄物を広域処理する際の輸送手段や、今後の首都直8 

下地震等における処理対応力を確保するため、鉄道輸送用コンテナを新造し、保管・維持管9 

理を実施しているほか、現在、2025（令和７）年 10月の令和７年台風第 22号及び第 23号10 

で被災した八丈町に対し、災害廃棄物処理の支援を行っている。 11 

【施策を巡る課題】 12 

これまでの災害廃棄物処理支援で得られた課題、知見を踏まえ、都内における災害廃棄物13 

対策のより一層の実効性確保を図っていくことが重要である。特に、災害廃棄物処理に係る14 

事務委託の区市町村と都の間での認識共有や、解体廃棄物の早期処理に向け、倒壊家屋等の15 

公費解体・処理について、都内区市町村での認識の共有が必要である。 16 

【施策強化の方向性】 17 

・支援対応経験を活かした災害廃棄物対策の強化 18 

災害廃棄物処理計画に基づく訓練・演習等を通じて、事務処理委託に関する考え方を含め19 

平常時から区市町等職員との連携強化を一層推進するとともに、2024（令和６）年６月に環20 

境省が策定した公費解体マニュアルに関する研修を実施するなど、区市町村職員の制度への21 

理解促進に向けた取組の深化を図っていくべきである。 22 

■ 施策領域 10 廃棄物処理システムの脱炭素化とシナジー施策の展開 23 

2050（令和 32）年ＣＯ２排出実質ゼロを目指す「ゼロエミッション東京」の実現に向け、資源24 

循環分野からも脱炭素への貢献に資する取組を推進するとともに、他の行政課題等への貢献を25 

図りつつ、資源循環・廃棄物処理施策自体の効果も高めるシナジー施策を積極的に展開してい26 

くべきである。 27 

 28 

● 資源循環・廃棄物処理システムにおける脱炭素施策の推進 29 

【現状と施策状況】 30 

都はゼロエミッション東京の実現に向け、資源循環・廃棄物処理31 

分野でもプラスチック焼却量の削減やＤＸによる収集運搬の効率32 

化等、脱炭素への貢献にも資する取組を推進している。都内清掃工33 

場では、多くの施設で廃棄物発電や熱利用が導入されているほか、34 

一部の清掃工場では事業者との連携によるＣＯ２回収の技術実証35 

を実施している。 36 

鉄道輸送用コンテナ 

都内ＣＯ２排出量の部門別構成比 

（出典）都内の最終エネルギー消費及び 

温室効果ガス排出量(2023 年度速報値) 
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【施策を巡る課題】 1 

資源循環・廃棄物処理業は多数の機器や車両等を保有しており、施設・設備の運転にも多2 

くのエネルギーを要することから、これらの脱炭素化を進めていくことが必要である。また、3 

廃棄物の焼却においても、焼却に回る廃棄物の最小化を第一としつつも、並行して焼却過程4 

で発生するエネルギーやＣＯ２の回収・有効利用、利活用先の拡大等を推進することが重要5 

となる。 6 

【施策強化の方向性】 7 

・「カーボンニュートラル廃棄物処理業」への転換促進 8 

廃棄物処理施設等への再エネ設備の設置や再エネ電力への切替え、高度処理にも資する省9 

エネ設備の導入、保有車両のＺＥＶ（ゼロエミッションビークル）化、ＡＩ配車の活用など、10 

気候変動対策とも連携し脱炭素型廃棄物処理業への転換支援を検討するべきである。 11 

・清掃工場における脱炭素施策の推進 12 

施設更新・大規模改修を契機とした高効率な廃棄物発電の導入や、発生エネルギーの更な13 

る有効利用（資源化施設併設によるエネルギー活用や、地域供給の拡大）を促進するととも14 

に、ＣＯ２回収やバイオエタノール化など再資源化技術等の新技術の活用や利活用先の拡大15 

等についても技術開発動向を踏まえつつあわせて検討していくべきである。 16 

 17 

● シナジー施策の積極的展開 18 

【現状と施策状況】 19 

都は未利用食品のフードバンクへの提供促進（食品ロス対策×福祉施策）や、家庭の油回20 

収キャンペーン（ＳＡＦ×東京 2025世界陸上）、みんなのメダルプロジェクト（小型家電21 

リサイクル×東京 2020大会）等、他の行政課題等への貢献を図りつつ資源循環・廃棄物処22 

理施策自体の効果も高めるシナジー施策を実施している。 23 

区市町村においても、学校給食の堆肥化・地域還元（食品ロス対策×教育・地域施策）や24 

高齢者等へのふれあい・見守り収集（ごみ収集×福祉施策）など、地域課題への対処も視野25 

に、住民に身近な区市町村ならではの様々な施策を展開している。 26 

【施策を巡る課題】 27 

前述のとおり、国は第五次循環型社会形成推進基本計画において、サーキュラー・エコノ28 

ミーへの移行を循環型社会の形成はもとより、気候変動・生物多様性・産業競争力強化・経29 

済安全保障、ウェルビーイング／質の高い生活の実現等の諸課題への対処に貢献できるも30 

のとして、国家戦略に位置付けている。都をはじめとする自治体施策においても、資源循環・31 

廃棄物処理施策単体での施策検討だけでなく、他の行政課題への対処や都民生活・事業活動32 

の向上等との相乗効果を意識した施策立案を積極的に行っていくことが重要である。 33 

【施策強化の方向性】 34 

・シナジー施策の開拓・展開 35 

天然資源から再生資源への活用拡大（資源循環×生物多様性保全）、サーキュラービジネ36 

スの活性化（資源循環×ビジネス支援）や家庭用エアコンのリサイクル（家電リサイクル×37 
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フロン対策）など、シナジー効果を踏まえた都施策の企画立案を進めるとともに、区市町村1 

や事業者等が行う創意工夫を凝らした施策の事例共有、横展開を推進していくべきである。  2 
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■ 資源循環・廃棄物処理の更なるイノベーション 1 

持続可能な資源利用の実現に向けては、優れた技術・仕組2 

みを活用し、社会システムとしての資源循環・廃棄物処理に3 

より一層のイノベーションを創出していくことが重要であ4 

る。 5 

廃棄物からＳＡＦの原料となるエタノールを製造する技6 

術や、下水汚泥からりんを回収する技術など、施策に関連し7 

た新技術の実装を進めることに加え、静脈産業の労働環境の8 

改善等の観点からも類似分野における普及技術等の移入に9 

も大きなポテンシャルがあることから、今後、こうした視点10 

も持ちながら、関係主体との連携のもと、イノベーションの11 

促進を積極的に図っていくべきである。 12 

■ 質の高い統計データ等を活用した実効性の高い施策展開 13 

サプライチェーン全体を視野に入れた施策に本格14 

的に着手していくに当たっては、行政統計の外にある15 

廃棄物等も含めた東京全体のモノの流れを経年にわ16 

たり捕捉していくことが重要である。 17 

現在、国は循環利用量等の算出精度向上に向けた検18 

討を進めているところであり、都も国の動向を注視19 

し、効果的なデータを活用した施策を展開していくべ20 

きである。 21 

■ 時代や状況の変化に対応した弾力的な施策展開 22 

資源循環・廃棄物処理を巡る動向が目まぐるしく変化を続ける中、時機を逸することなく実23 

効性の高い施策を展開していくためには、社会情勢の変化や取組の進捗状況等に鑑みながら、24 

随時施策のアップデートを図っていくことが不可欠である。 25 

都は、多様な主体との連携のもと、今後取組の加速・進展を促すために必要な視点や地域の26 

特徴も踏まえつつ、ＰＤＣＡサイクルを継続的に実施することで、持続可能な資源利用の実現27 

に向けた歩みを確かなものにするとともに、大都市・東京の責務として、日本、そして世界の28 

資源循環・廃棄物処理をリードしていくべきである。 29 

 30 

類似分野の技術移入の例 

国の検討調査例 

（出典）環境省「廃棄物統計等の精度向上に関する検討調査報告書」

（循環利用量調査改善検討会、2024.3） 

」東京都区市町村清掃事業年報（令和４年度実績） 

（循環利用量調査改善検討会、2024.3） 

」東京都区市町村清掃事業年報（令和４年度実績） 
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１ プラスチック資源循環を巡る状況 1 

(1) 国内外の動向 2 

都は、2050（令和 32）年ＣＯ₂実質ゼロの持続可能なプラスチック利用の実現に向けた基本3 

的考え方と施策を提示した「プラスチック削減プログラム」を 2019（令和元）年に策定した。4 

その中では、家庭と大規模オフィスビルから排出されるプラスチックの焼却量を、2030（令和5 

12）年までに 2017（平成 29）年度比で 40％削減することを目標に掲げ、使い捨てプラスチッ6 

クの抑制や循環利用の高度化に向けた各種施策を展開している。 7 

この間、国内外では、プラスチック資源循環を巡る動きが加速している。ＥＵなど先進諸国8 

を中心に、プラスチック製品の設計9 

段階からの規制や、再生材の使用義10 

務化、汚染対策のための国際条約交11 

渉なども進められてきた。国内でも、12 

2022（令和４）年に施行された「プ13 

ラスチック資源循環法」をはじめと14 

して、プラスチック排出抑制や回収・15 

再資源化のための法的枠組の整備が16 

進展し、循環経済への移行に向け、17 

我が国は大きな転換点を迎えてい18 

る。 19 

 20 

(2) 2035（令和 17）年度目標の設定と施策の強化 21 

都内の家庭と大規模オフィスビルから排出されるプラスチックの焼却量は、2023（令和５）22 

年度時点で約 70 万トンである。コロナの防疫的な観点の影響もあったと思料されるものの、23 

2017（平成 29）年度からほぼ横ばいの状況が続いている。都は 2025（令和７）年３月に、「205024 

東京戦略」において、2035（令25 

和 17）年までに 2017（平成 29）26 

年度比でこれを 50％削減する27 

新たな中期目標を設定した。28 

2030（令和 12）年・2035（令和29 

17）年の各中期目標、ひいては30 

2050（令和 32）年長期目標の達31 

成に向けては、施策の更なる強32 

化・加速化が不可欠である。 33 

 34 

CO₂実質ゼロのプラスチック利用の姿カーボンクローズドサイクル 

プラスチック焼却量の推移 
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２ 施策の強化の方向性 1 

以上を踏まえ、本章では、これまで都が実施してきた施策について、それぞれの現状と課題を2 

振り返り、今後の強化の方向性を示す。 3 

(1) 家庭系廃プラスチック資源循環の推進 4 

２Ｒを基調とした社会に向けては、ライフサイクルの上流でのリデュース、リユースの取組5 

を徹底していく。加えて、喫緊の対策として、各自治体での分別収集の拡大・収集量底上げに6 

向けた更なる取組強化や、プラスチック製の粗大ごみ等の水平リサイクルを推進していく。プ7 

ラスチック資源循環に必要な環境整備を進めるとともに、プラスチックの徹底した分別等に取8 

り組む意義や環境への影響等の情報発信を通じて、都民一人ひとりの意識啓発を図り、行動変9 

容を促進していく。 10 

■ ２Ｒビジネス（ＣtoＣ、ＢtoＣ）の普及拡大 11 

オンライン市場を中心とした衣類や家具等のリユース取引や、傘やモビリティなどのシェア12 

リングは、近年、多様化・拡大している。その他、中古品販売や修理、アップサイクルの取組13 

や、シェアリングステーションを公共施設等に設置する取組も進んでいる。 14 

一方、仕組みやメリットについての情報不足や、デジタル機器に不慣れな層の利用しづら15 

さ、手間を惜しむ心理などもあり、いまだ普及拡大の余地が残る。また、不用品の買取りとは16 

別に、処理・処分を依頼する際に、無許可事業者による回収時のトラブル事例も発生してい17 

る。 18 

今後は、２Ｒビジネス活用などを奨励すると19 

ともに、利用のサポートにつながる情報発信・20 

啓発の強化に加え、このような取組を行う自治21 

体の後押しを強めていくべきである。これに併22 

せて、適正なごみ処分ルールの周知や無許可事23 

業者に関する注意喚起も行い、安心して利用で24 

きる環境を整え、社会定着を図っていくべきで25 

ある。 26 

■ 自治体が主導するリユースの取組の拡大 27 

都はこれまで、地域イベントでのリユース容器利用な28 

ど、都内自治体のプラスチック２Ｒの取組を支援してき29 

た。 30 

都内自治体がごみとして出す前にリユースを促進する31 

ため、リユース事業者等と連携した各種物品の回収・再32 

販、粗大ごみの修理再販等の取組が進みつつある。 33 

リユース市場の推移と予測 

（出典）リユース経済新聞ホームページ 

リユース事業者と連携した取組 

（出典）東京都八王子市ホームページ 
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一方、こうした事業を安定的に運用するには、選別修理や発送等に係る負担が課題になって1 

いる。また、回収拠点増等による住民の利便性向上や、再販率の向上の工夫も重要である。 2 

今後は、プラスチックに限らず、幅広い製品のリユースの取組を強化しようとする自治体を3 

後押しする枠組みを検討するとともに、自治体同士の知見共有や事業者との連携促進、住民へ4 

の広報強化を促進していくべきである。 5 

■ 家庭ごみ容器包装プラスチック・製品プラスチックの分別収集 6 

都はこれまで、削減目標の対象である焼却量約 70万トン（2017（平成 29）年度）の大半が7 

家庭系廃プラスチックであることを踏まえ、自治体に対して、優良事例の共有や財政的支援等8 

により、プラスチックの分別収集とリサイクルを強力に後押ししてきたところである。 9 

一方で、製品プラスチックは分別収集量が増えるにつれて、自治体の財政負担が増加する構10 

造的な課題があることや、資源化可能な多少汚れている容器包装プラスチックも可燃ごみ等に11 

混入している場合が多いなど、更なる分別収集量の拡大に向けた対応が必要である。また、区12 

部と多摩地域では一人当たりのプラスチックの焼却量やリサイクル量に大きな開きがある。 13 

今後は、家庭における排出抑制には、まず、ワンウェイプラスチック製品の受取辞退やリユ14 

ース・シェアリング等の利用促進等に向けた一層の啓発強化が重要となる。 15 

その上で、経済的インセンティブが働く形で排出抑制やプラスチックの分別レベルの向上に16 

も資する家庭ごみ有料化の検討や、プラスチック資源循環法に基づく再商品化計画の大臣認定17 

制度の活用等、各自治体が３Ｒを進めるための様々な枠組の検討を促進すべきである。 18 

また、各自治体のプラスチックの回収・リサイクルの状況等を経年で分析することにより、19 

排出量、リサイクル量等から焼却量の削減に向けた有効な施策を見いだし、特に、多摩地域で20 

のプラスチックの焼却量が少ない自治体の優良な取組等を横展開していくべきである。加え21 

て、自治体ごとの各種施策、分別レベル、容器包装や製品などの種別、排出量の情報等を、プ22 

ラスチックのリサイクル施設の広域化・集約化に向けた取組にフィードバックするとともに、23 

効率的な施設整備・運営につなげていくべきである。 24 

さらに、プラスチックの分別回収・リサイクルの実施に当たっては、近年急増しているリチ25 

ウムイオン電池内蔵製品がプラスチックごみに混入し、収集運搬や処理過程での火災事故が多26 

発していることから、リチウムイオン電池 27 

内蔵製品の適切な分別・廃棄方法について28 

も、一体的に普及啓発を展開していくべき29 

である。 30 

これらの取組に加え、高度処理施設の導31 

入支援等を通じて、これまで資源化に適さ32 

なかった性状の汚れたプラスチックの資源33 

化手法を確立するなど、資源化率の更なる34 

向上を図っていくべきである。 35 

  36 

一人当たりの家庭系プラ焼却量等の状況（2023（令和５）年度） 
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 15 

■ 製造・販売事業者等による自主回収拡大 16 

拡大生産者責任の下、製造者や小売業者による店17 

頭回収・自主回収の取組が進んでいる。都において18 

も、業界団体や事業者と連携し、ペットボトルのボ19 

トル toボトルや衣類の繊維 to繊維に係る実証事業20 

等を進めてきた。 21 

また、店頭では、比較的きれいに分別され、洗浄 22 

されているプラスチック容器包装等が回収されてい23 

る一方で、店舗によって回収品目が異なっており、24 

住民からすると利用しやすさに差がある。また、容器包装リサイクル法では、容器包装の製25 

造、輸入、利用等を行う事業者にリサイクル費用等の負担が義務付けられている。一方で、店26 

舗等で自主回収した分については負担軽減の措置はあるものの、保管・処理費等の負担がそれ27 

を上回ることがあり十分でない。 28 

今後は、店舗での回収品目の公開などにより取組を奨励することや、中小規模店舗等を含む29 

広域回収ルートの構築等により、実施品目・店舗の拡大やルート多様化を図っていくべきであ30 

る。加えて、自主回収事業者等に対する更なる負担の軽減について、国への提案も行っていく31 

べきである。 32 

■ プラスチック製の粗大・不燃ごみ等の水平リサイクル 33 

破損・経年劣化等でリユースに適さない使用済みプラスチック製品に係る粗大・不燃ごみに34 

ついては、水平リサイクルを進める必要がある。 35 

 【コラム】 家庭ごみの有料化に合わせた容器包装プラスチック資源化の事例 -小平市- 

小平市では、平成 30（2018）年度まで、軟質の容器包装プラスチック（ペットボトルや白色トレ

ー、ボトル類やたまごのパックなどの硬くて形のあるものを除く。）を可燃ごみとして収集していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東大和市と武蔵村山市と合同で構成して

いる一部事務組合において、令和元

（2019）年度から資源物中間処理施設を

集約化したことに合わせ、家庭ごみ収集を

有料化し、全ての容器包装プラスチックに

ついても資源物として分別収集を開始し

た。その際、分別のインセンティブが働く

よう、容器包装プラスチックの収集袋の料

金を可燃ごみや不燃ごみと比較して低額に

設定した。 

こうした取組の結果、可燃ごみと不燃ご

みの収集量が全体で約 19％削減、またプ

ラスチックの資源化量は約 2.3倍に増加す

るなど、ごみの総排出量抑制と分別促進、

資源化量増加につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小平市のごみ収集量及びプラスチック資源化量の推移 

回収ボックスイメージ 

（出典）スーパーマーケットライフ ホームページ 
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都はこれまで、素材が均質かつ排出量が多い衣装ケースやポリエステル製布団等の水平リサ1 

イクルの実証事業を進め、社会実装を後押ししてきた。 2 

こうした取組には、自治体での保管場所や車両の確保等が必要となるため、粗大ごみ等をき3 

れいな状態で破損等を防止するための梱包・保管の工夫や、適切な回収頻度の設定、広域ルー4 

ト等の構築により、回収量を増やし、採算性を向上させることが重要である。 5 

今後は、衣装ケースや布団等については、より多くの自治体が参加して、スケールメリット6 

を生かし、複数の広域ルート化を図ってい7 

くべきである。また、プラスチック素材が8 

同質な品目については、衣装ケース等と併9 

せて回収を開始するなど、対象品目の拡大10 

も含め、資源化の拡大を促進していくべき11 

である。 12 

  13 

多く出される粗大ごみ（2023（令和５）年度・区部） 

（出典）東京二十三区清掃一部事務組合 ごみれぽ 23 

2025 
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(2) 事業系廃プラスチック資源循環の推進 1 

東京に数多く存在する大規模オフィス等においては、２Ｒ・水平リサイクルを導入していく2 

ことが重要である。併せて、事業系廃プラスチック全般の包括的な資源循環に向け、リサイク3 

ル実態のトレーサビリティ確保や事業者等への普及啓発にも取り組むべきである。 4 

■ 大規模オフィス等における２Ｒビジネスの導入拡大 5 

都はこれまで、オフィスや商業施設においてマイボトルやリユース容器導入を促進するなど、6 

２Ｒビジネスの芽の創出と普及拡大に向け、事業者や企業間連携の支援を進めてきた。 7 

一方で、初期投資や輸送コストの負担から、導入店舗等が限定的になるなど、本格的な普及8 

には至っていない。 9 

今後は、近年増加しておりマイボトルの促進にもつながる給水スポットの認知度の向上を図10 

るとともに、マイボトルの利用を促進する事業者の取組等を継続的に支援していくべきである。11 

また、ビル全体でのリユース容器の共同利用等、採算性と利便性を両立するような取組を促進12 

するとともに、リユース容器等に限らず、近年広まりつつあるオ13 

フィス什器や用品等のリユースやシェアリング・レンタル等、B 14 

to Bの２Ｒビジネスについても、一層の多様化・拡大に向け、事15 

業者の取組を後押しすべきである。 16 

加えて、２Ｒビジネスの事業者や事業内容について情報を収17 

集・蓄積し、新たな事業者の参入を後押しするような情報・好事18 

例の発信やマッチング機会の提供、新たなビジネスの構築に向け19 

たプッシュ型でのサポート強化等に活用していくべきである。 20 

■ 大規模オフィス等の廃プラスチック水平リサイクルの促進 21 

都は、２Ｒに取り組み、それでもなお排出されるプラスチックごみについては、水平リサイ22 

クルへの切替えを促進している。アパレル店等の衣料品カバーの水平リサイクルの取組がプラ23 

スチック資源循環法の大臣認定を受けるなど、一部の支援事例においては社会実装化も進展し24 

つつある。 25 

このような中でも、大規模オフィスビル等からの弁当がらを含むプラスチックは、自治体が26 

各家庭から収集運搬して回収する容器包装・製品プラスチックの量と比べて、各事業所・テナ27 

ント等の排出量が少なく割高になることや、28 

テナントビル全体で取り組むには、多数の利29 

害関係者との合意形成が難しいことが障壁と30 

なっている。さらに、再生利用（リサイクル）31 

できるものであっても安易に熱回収＊として32 

いることも多い。 33 

今後は、排出実態や再資源化事業者等の情34 

報の見える化により水平リサイクルへの切替35 

えに向けた環境を整えるとともに、例えば、大36 

マイボトル利用促進プロジェクト 

オフィスプラ水平リサイクル実証 
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規模ビルのテナント会議等へ講師を派遣し、再資源化に資するペットボトルなどオフィスから1 

出る廃プラスチックの分別方法などを講義することや、事業所全体での分別ルールや課金方法2 

の変更等の合意形成を伴走型で支援することなどにより、取組を後押ししていくべきである。3 

加えて、海外での大都市の事例も参考にしながら、高度な３Ｒを実現しているベストプラクテ4 

ィスな好事例を創出して、横展開を図っていくべきである。 5 

また、区部ではオフィスビル等から排出されるプラスチック製の弁当がら等も比較的手数料6 

の安い事業系一般廃棄物として、中防不燃ごみ処理施設に出すことができる状況にあるが、排7 

出事業者に対しては、産業廃棄物としての取扱いに切り替え、水平リサイクルへの取組を促進8 

していくべきである。 9 

＊日本では「サーマルリサイクル」と呼ばれてきたが、国際規格ではリサイクルとは区別され、Energy Recovery エネルギ10 

ーリカバリーに分類される。 11 

 12 

■ ３Ｒアドバイザー事業の強化 13 

都は、専門的な知見を有するアドバイザーが区市町村とも連携しながら、事業所を訪問し、14 

診断・助言を行う３Ｒアドバイザー事業を展開している。そこでは、プラスチックに限らず、15 

紙や食品廃棄物等の廃棄物全般を対象に、大規模事業所の３Ｒのレベルアップに向けた取組を16 

促してきた。 17 

一方、都内では数多くの事業所が活動していることから、より多くの事業所に対して、効率18 

的に助言等を行っていくことが課題となっている。また、再生利用（リサイクル）できる廃プ19 

ラスチックについても、熱回収されていることが多く、焼却量の削減効果は可視化できていな20 

いのが現状である。 21 

今後は、ウェブ上での自己診断ツールやオンライン相談窓口を活用して、各事業所が自主的22 

に３Ｒの取組を進められる仕組みを整えてい23 

くべきである。また、危険性が高いリチウムイ24 

オン電池内蔵製品の分別を徹底させるととも25 

に、実際の処理や再資源化プロセスを見える化26 

することにより、弁当がらを含む廃プラスチッ27 

クについては、マテリアルリサイクルなどの高28 

度な処理への切替えを促すほか、紙素材への転29 

換促進を図っていくべきである。 30 

大規模オフィスビルの再生利用率ベンチマーク 

（2022（令和４）年度） 

（出典）（公財）東京都環境公社 ３Ｒガイドライン 
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■ 都における率先行動の横展開 1 

都は、大規模な排出者である都自らの率先的2 

な行動として、ワンウェイプラスチックの削減3 

に向け、大規模な食のイベントでのリユースカ4 

ップ利用など、都主催のイベントでのリユース5 

容器利用、職員のマイボトル利用、本庁舎での6 

ペットボトルや廃プラスチックの水平リサイク7 

ル等に取り組んでいる。 8 

一方で、出先事業所にも高度リサイクルを拡9 

大する場合、民間事業所と同様に、少量排出が10 

課題となる。また、こうした３Ｒの取組を都だけで終わらせず、民間事業所等へ横展開してい11 

くことも重要である。 12 

今後は、「グリーン購入ガイド」も活用し、２Ｒの取組を全庁的に進めるとともに、高度リ13 

サイクルの全庁展開や、複数の出先事業所を一括した回収ルートの構築の検討を行い、得られ14 

た知見や成果を広く情報発信することで、民間事業所での取組も促すべきである。 15 

■ 産業廃棄物プラスチックの水平リサイクルルートの見える化 16 

都の焼却削減目標は、家庭と大規模オフィスを対象としているが、資源循環の取組を深化さ17 

せていく上では、その他の事業所・施設や建設廃棄物等の廃プラスチック対策にも積極的に取18 

り組むことが重要である。 19 

また、再資源化事業者においては、設備や技術・コストの課20 

題に加え、水平リサイクルに取り組むことの意義やメリットへ21 

の理解が十分には浸透していない。さらに、排出事業者にとっ22 

ても、各再資源化事業者のリサイクル方法や、その方法に応じ23 

た引き渡し可能な廃プラスチック性状などの条件に係る情報が24 

不足していることが課題となっている。 25 

今後は、水平リサイクルに取り組む事業者を評価する仕組み26 

の構築や、動静脈連携の促進によるインセンティブ強化、ＤＸ27 

を通じた優良な事業者情報や取組事例の見える化等を進め、再28 

生プラスチックの需要を見据えた取組全体の高度化等を図って29 

いくべきである。 30 

■ 建設廃棄物プラスチックの３Ｒ対策 31 

建設リサイクル法上、廃プラスチックは再資源化の義務付けがなく、品目・性状も多様で、32 

特に解体時は汚れやほこりなどリサイクル阻害要因も多いことなどから、分別・リサイクルの33 

導入は限定的である。 34 

リサイクルルームの掲示物（都庁舎） 

プラスチックマテリアルフロー図 

（2023（令和５）年） 

（出典）（一社）プラスチック循環利用協会資料 
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そうした背景もあり、とりわけ限られた工期の中では、工事関係者においてプラスチックの1 

分別収集に取り組む時間や人手・ノウハウが不足しており、資源化の取組は十分とはいえな2 

い。 3 

今後は、分別収集について技術的な助言を行うコーディネータ派遣の取組を更に進め、優良4 

なリサイクル事例の創出につなげるとともに、工事関係者や現場の技術者を対象に、動画等を5 

活用して、プラスチックの３Ｒに向けた啓発等を強化6 

していくべきである。また、リサイクルを前提とした7 

工期設定や、より長期的な視点で、設計や発注等の上8 

流工程から解体時の廃材３Ｒ等の下流工程までを意識9 

した資材利用を奨励するなど、建築物のライフサイク10 

ル全体を見据えた取組も促進していくべきである。  11 

解体現場の混合廃棄物 
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(3) その他プラスチック資源循環につながる各種取組 1 

プラスチック資源循環の社会定着を図る上では、ここまで整理してきた施策に加え、バイオ2 

マス資源活用や海洋汚染防止に向けた取組等も含め、関連施策を総合的に推進していくことが3 

重要である。 4 

■ 持続可能なバイオマス資源利用の促進 5 

プラスチックのリデュースに向けては、バイオマス資源の利用も有効である。都は、都庁舎6 

食堂での紙製テイクアウト容器導入や、ペットボトルの代替として紙製ブリックパックを活用7 

する実証事業等を進めてきた。 8 

今後は、代替可能なものから紙や木等のバイオマス素材への転換を進めるとともに、それで9 

もなお製品の耐久性等の性能を確保する上で必要な場合には、バイオプラスチックへの切替え10 

を促進することが重要である。ただし、バイオマス資源への切替えに当たっては、新たな土地11 

利用変化を生じさせないことや、植物の成長速度の関係など、食料との競合等の社会・環境問12 

題にも配慮する必要がある。 13 

使い捨てが避けられないプラ14 

スチック製品について、バイオ15 

マス資源への転換を促すため、16 

デリバリーやｅ-コマースでの17 

紙容器への切替えなどを促進し18 

ていくべきである。また、「グ19 

リーン購入ガイド」等も活用し20 

て率先的に調達を推奨し、公共21 

調達からの需要を喚起していく22 

べきである。 23 

■ 法令スキームを活用した高度処理 24 

法整備が進み、プラスチック資源循環法第 33条に基づく再商品化計画の大臣認定制度な25 

ど、新たな再資源化・再商品化のスキームの活用も始まりつつある。また、都は、2025（令和26 

３）年度から高度な中間処理施設整備に対する補助制度も開始したところである。 27 

都内や首都圏近郊で、高度選別や水28 

平リサイクルが可能な施設が限られて29 

いることや、受入可能な品目や性状等30 

に係る情報不足も相まって、排出者と31 

再資源化事業者等とのマッチングが難32 

しいといった課題がある。加えて、法33 

令スキーム活用に当たっての手続面の34 

煩雑さもハードルの一つとなってい35 

る。 36 

選別・圧縮・梱包等中間処理施設（都内）

№ 業者名 高度化 所在地 処理能力(t/日）

1 広陽サービス 光学選別 江東区新木場 48.24

2 首都圏環境美化センター 風力選別 足立区入谷 16.9

水平リサイクル施設（関東近郊）

№ 業者名 高度化 所在地 処理能力(t/日)

1 エム・エム・プラスチック ペレット化 千葉県富津市 (産)24(一)73

2 エコスファクトリー ペレット化 埼玉県本庄市児玉町 (産)88(一)120

3 TBM ペレット化 神奈川県横須賀市 109

4 グーン ペレット化 横浜市金沢区 12.7

5 プラニック ペレット化 静岡県御前崎市 109

6 Jサーキュラーシステム ペレット化 神奈川県川崎市 200

■生分解性 

■非生分解性 

世界のバイオプラスチック製造能力の見通し 

（出典）令和６年度バイオプラスチック及び再生材利用の促進 

    に向けた調査・検討委託業務報告書（環境省） 

都内・関東近郊の中間処理施設 
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今後、プラスチックの中間処理施設については、新規整備のほか、製品プラスチックの一括1 

回収に対応するための改造、先進的な選別機器の実装化や運用改善等を含めた中間処理工程の2 

高度化・最適化を図っていくべきである。併せて、再資源化事業者等による受入方法やその性3 

状、品目等の見える化、排出者とのマッチング支援や手続面での伴走型支援を通じて、プラス4 

チック処理の高度化を促進していくべきである。 5 

■ 海洋等への流出防止 6 

プラスチック海洋汚染対策への機運は世界的に高まっている。都は、TOKYO海ごみゼロアク7 

ションによる普及啓発や、河川ごみモニタリング調査、島しょ部での漂着物対策等を進めてい8 

る。 9 

都内に散乱したごみがゆくゆくは海洋等に流出してしまう恐れがあることから、都民一人ひ10 

とりがこれを自分ごととしてとらえ、さらにはその問題認識を具体的なアクションへつなげて11 

いくことが重要である。 12 

今後は、海ごみに関する情報プラットフォーム機能を13 

強化し、関連する団体等の取組や都民が参加できるイベ14 

ントの紹介等を通じ、普及啓発とともに取組に参画しや15 

すい環境づくりを進めていくべきである。加えて、地域16 

団体やＮＰＯ、企業等とも連携し、地域清掃活動を行う17 

区市町村の取組を更に後押ししていくべきである。 18 

  19 

小笠原における海岸クリーンアップイベント 
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３ 今後の施策展開に向けて 1 

2022（令和４）年２月から３月にかけて開催された第５回国連環境総会再開セッション（ＵＮ2 

ＥＡ5.2）において、海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束3 

力のある国際文書（条約）について議論するための政府間交渉委員会(ＩＮＣ)を立ち上げる決議4 

が採択された。 5 

ＩＮＣでは、2022（令和４）年 11月以降、これまで 6回の会合を開き、国際文書（条約）の策6 

定に関連する作業が進められている。現時点では合意には至っていないが、今後、再開会合を開7 

催し、交渉を継続するとされている。 8 

条約交渉の進展状況にかかわらず、世界では人口増加等を背景に、プラスチック生産量の増加9 

が見込まれる中、限られた資源の持続可能な利用を実現するためには、２Ｒの取組や水平リサイ10 

クルによる再生樹脂の活用が今後ますます重要となる。資源やエネルギーを大量に消費する大都11 

市・東京の責務として、都が果たすべき役割は一層高まっている。 12 

都は今後とも、地域の特徴を踏まえつつ、事業者や大学、ＮＰＯ、国や自治体等、様々な主体13 

と一層連携を深めながら、都民一人ひとりの行動変容を着実に促進することで、２Ｒを基調とし14 

たライフスタイルの定着と持続可能なプラスチック資源循環の実現を進めていくべきである。 15 

  16 
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１ 東京の廃棄物処理の概況 1 

■ 一般廃棄物排出量 2 

都内の 2023（令和５）年度における一般廃棄物排出量は 408万トンと、2000（平成 12）年度3 

の約 550万トンから約 25％減少している。この間、都内人口は約 15％増加しているが、区市町4 

村における３Ｒの進展等により、１人１日当たり排出量は約 35％減少している。 5 

種類別では、排出量の多くを占める可燃ごみがこの 20 年余りで約 20％減少したほか、区部6 

におけるプラスチックごみの収集方法変更に伴い、2007（平成 19）年度を境に不燃ごみが大き7 

く減少している。これは、区部ではプラスチックごみを不燃ごみとして収集していたが、プラ8 

スチックごみは資源化できるものが多く、資源化に適さなくても熱回収が可能であるため、資9 

源ごみ・可燃ごみとして収集するようになったためである。 10 

なお、現在区部を中心にプラスチックの分別収集の体制整備を行っており、今後資源ごみの11 

増加と可燃ごみの減少が見込まれる。 12 

 13 

 14 

 15 

次に、一般廃棄物排出量の８割程度を占める可燃ごみの組成をみると、紙類が最も多く 40％16 

程度、次いで厨芥が約 25％、プラスチックが約 20％、繊維・木草等が各約５％となっている。 17 

区部と多摩地域では組成順に大きな差異は見られないが、既に多くの自治体がプラスチック18 

分別収集を実施している多摩地域は、プラスチックの割合が低く、厨芥や木草等の割合が高く19 

なっている。 20 

 21 

  22 

都内一般廃棄物の種類別排出量等の推移 

 

可燃ごみの組成割合（区部・多摩地域） 

１人１日当たり排出量 0.85kg/人日 １人１日当たり排出量 0.68kg/人日 
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■ 一般廃棄物再生利用率 1 

都内の 2023（令和５）年度における一般廃棄物再生利用率は 25.0％と、2010年代の横ばいを2 

脱し上昇の兆しをみせている。 3 

地域別でみると、最終処分場の埋立余力の逼迫を背景に、家庭ごみの有料化による発生抑制4 

や分別の徹底によるリサイクル推進などを進めている多摩地域の再生利用率が最も高く、これ5 

は全国有数の水準にある。 6 

 7 

 8 

■ 一般廃棄物最終処分量 9 

都内の 2023（令和５）年度における一般廃棄物最終処分量は約 18.3 万トンと、2010 年代の10 

横ばいを脱し減少傾向に転じている。 11 

地域別でみると、都内の一般廃棄物最終処分量のほとんどが区部で発生した一般廃棄物であ12 

るが、３Ｒの進展に加え、近年焼却灰の再資源化を進めており、最終処分量は着実に減少して13 

いる。また、多摩地域の 26 市３町１村のうち 25 市１町が加盟する東京たま広域資源循環組合14 

では、家庭ごみの有料化やリサイクルの徹底とともに、焼却灰・飛灰をエコセメント原料とし15 

て利用することにより、2018（平成 30）年度から一般廃棄物の最終処分量ゼロを達成している16 

関係で、多摩地域の最終処分量はほぼゼロとなっている。 17 

 18 

 19 

都内一般廃棄物の再生利用率の推移 

 

都内一般廃棄物の最終処分量の推移 
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■ 一般廃棄物の処理体制 1 

一般廃棄物の処理体制構築や施設整備については、廃棄物処理法上の処理責任を有する区市2 

町村を中心に行っており、区市町村等や民間処理業者が設置するごみ処理施設の処理能力は施3 

設建替等による変動はあるものの概ね横ばい傾向にあり、処理能力という点では十分な能力を4 

確保している。 5 

処理施設は一度建設すると数十年にわたり稼働するため、廃棄物処理・リサイクルに係る中6 

長期的な方向性を見極める必要があり、特に資源循環の進展に伴う資源化施設整備や、社会構7 

造の変化に伴う一般廃棄物処理の広域化、処理施設の集約化については重点的に検討すること8 

が重要である。 9 

なお、民間処理業者が設置する破砕・不燃・資源ごみ処理施設が 2011（平成 23）年度から 201310 

（平成 25）年度にかけ急増しているが、これは災害廃棄物の処理能力増強に向け、建設廃棄物11 

を処理する一部産業廃棄物処理施設に対し一般廃棄物も処理できるよう許可されたためである。 12 

 13 

  14 

■ 産業廃棄物排出量 15 

都内の 2023（令和５）年度における産業廃棄物排出量は約 2,650万トンとなっており、総発16 

生量はコロナ影響の色濃い 2020（令和２）年度も含め、各年度で増減を繰り返しているものの、17 

概ね 2,600万トン前後で推移している。 18 

種類別では、下水処理に伴い排出される下水汚泥が最も多く、全体の半数以上を占めている。19 

次いで、がれき類が約２割、建設汚泥が約１割となっており、下水汚泥を除くと、都内から排20 

出される産業廃棄物には建設工事から排出される建設廃棄物が多くを占めている。 21 

 22 

 23 

区市町村等が設置する都内ごみ処理施設処理能力の推移 

 

民間処理業者が設置する都内ごみ処理施設処理能力の推移 

 

都内産業廃棄物の種類別排出量の推移 
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■ 産業廃棄物再生利用量 1 

都内の 2023（令和５）年度における産業廃棄物再生利用量は約 980万トンとなっており、コ2 

ロナ影響の色濃い 2020（令和２）年度を除き、近年、再生利用量全体は横ばい傾向で推移して3 

いる。 4 

種類別では、建設副産物のリサイクル施策やグリーン購入の推進等により、建設工事により5 

排出されるがれき類、建設汚泥などの建設廃棄物の再生利用量が多くなっているが、建設廃棄6 

物の再生利用については、十分に再資源化がなされている一方で、道路等の需要の減少により7 

再生砕石の滞留リスクが顕在化するなど、再生材の利用が進んでいない実態があることに留意8 

が必要である。 9 

 10 

 11 

■ 産業廃棄物最終処分量 12 

都内の 2023（令和５）年度における産業廃棄物最終処分量は約 52万トンとなっており、コロ13 

ナ影響による増減はあるものの、総じて減少傾向で推移している。 14 

種類別では、過年度でみるとトンネル掘削工事や建築くい打ち工事等で排出される建設汚泥15 

の削減が著しく、近年では混合廃棄物やガラス・陶磁器くずの割合が大きくなっている。 16 

 17 

 18 

都内産業廃棄物の再生利用量等の推移 

都内産業廃棄物の種類別最終処分量の推移 
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■ 産業廃棄物の処理体制 1 

廃棄物処理法上、産業廃棄物の処理責任は排出事業者に課されており、排出事業者はその多2 

くを民間処理業者に委託している。都内の産業廃棄物処理能力はいずれの施設種別も横ばい傾3 

向にある。 4 

都は都内処理の質・量の向上に向け、スーパーエコタウン事業をはじめとする各種取組を展5 

開しており、産業廃棄物処理は他県の施策動向とも関わる政策的な課題であるが、資源循環の6 

更なる進展を図るためにも、都内における産業廃棄物処理の一層の高度化を進めていく必要が7 

ある。 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

民間処理業者が設置する都内産業廃棄物処理施設処理能力の推移 
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２ 都内廃棄物の将来推計 1 

■ 将来推計シナリオ 2 

都内から排出される一般廃棄物・産業廃棄物について、2035（令和 17）年度までの排出量、3 

再生利用量（率）、最終処分量を以下の３つのシナリオに基づき推計した。 4 

なお、第３章では、基本対策シナリオ及び対策強化シナリオをまとめて「施策効果一覧」とし5 

て記載している。 6 

 7 

● ベースシナリオ 8 

直近の排出・処理実績をもとに、各種別の特性を踏まえつつ将来人口、実質ＧＤＰ成長率9 

から後年度の推移を試算した場合を「ベースシナリオ」とし、将来推計を実施した。 10 

具体的には、一般廃棄物は、直近実績を排出区分別（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗11 

大ごみ等）、排出形態別（生活系、事業系）、地域別（区部、多摩地域、島しょ地域）に、12 

産業廃棄物は、直近実績を業態別（製造業、建設業、上下水道業、その他産業）等に、それ13 

ぞれ分類し、分類した実績をもとに、都民生活と関連の深い廃棄物項目は都の人口推計を、14 

経済活動と関連の深い廃棄物項目は実質ＧＤＰ成長率を用いることなどにより、「ベースシ15 

ナリオ」の後年度推計を実施した。 16 

 17 

● 基本対策シナリオ 18 

ベースシナリオをもとに、プラスチック削減プログラムや東京都食品ロス削減推進計画19 

など、都の既往計画等で掲げる以下の施策効果（主として 2030年目標）を盛り込み、「基20 

本対策シナリオ」として後年度推計を実施した。 21 

なお、「2050東京戦略」で掲げる 2035（令和 17）年度に向けた各種施策目標については、22 

「対策強化シナリオ」に盛り込むこととした。 23 

 24 

 25 

  26 

基本対策シナリオで盛り込む各種施策・取組目標 
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● 対策強化シナリオ 1 

ベース・基本対策シナリオをもとに、当計画に基づき今後強化・加速を図る取組の施策効2 

果等を勘案し、「対策強化シナリオ」として後年度推計を実施した。対策強化シナリオに盛3 

り込む施策効果等は、「2050東京戦略」で掲げる 2035（令和 17）年度に向けた各施策目標4 

や、これまでの審議結果を踏まえ将来推計全体への反映が可能な項目など、下表の７項目と5 

した。 6 

■ 一般廃棄物排出量の推計結果 7 

都内の一般廃棄物に係る将来排出量は、ベースシナリオでは、人口増減等に伴い排出量が増8 

減し、2030（令和 12）年度 417 万トン、2035（令和 17）年度 418 万トンになると推計された。 9 

一方で、基本対策シナリオでは、プラスチック焼却量及び食品ロスの削減により減少傾向と10 

なり、2030（令和 12）年度、2035（令和 17）年度とも 404 万トンになると見込まれた。また、11 

対策強化シナリオでは、プラスチック対策や食品ロス対策をはじめとする重点対策分野の施策12 

進展や、家庭ごみ対策の強化などにより減少傾向が加速し、2030（令和 12）年度に 368万トン、13 

2035（令和 17）年度に 358万トンになると見込まれた。 14 

 15 

対策強化シナリオで盛り込む各種施策・取組目標 

一般廃棄物排出量の推計結果 
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■ 一般廃棄物再生利用量（率）の推計結果 1 

都内の一般廃棄物に係る将来再生利用量（率）は、ベースシナリオでは、人口増減等に伴い再2 

生利用量が増減し、2030（令和 12）年度、2035（令和 17）年度とも 104万トン（25％）になる3 

と推計された。 4 

一方で、基本対策シナリオでは、プラスチック及び焼却灰等の資源化で増加傾向となり、20305 

（令和 12）年度 120万トン（30％）、2035（令和 17）年度 121万トン（30％）になると見込ま6 

れた。また、対策強化シナリオでは、プラスチック対策や食品ロス対策をはじめとする重点対7 

策分野の施策進展や、分母側である一般廃棄物排出量の削減により量・率とも増加傾向となり、8 

2030（令和 12）年度 136万トン（37％）、2035（令和 17）年度 140万トン（40％）になると見9 

込まれた。 10 

■ 一般廃棄物最終処分量の推計結果 11 

都内の一般廃棄物に係る将来最終処分量は、ベースシナリオでは概ね横ばいで推移し、203012 

（令和 12）年度、2035（令和 17）年度とも 19.0万トンになると推計された。 13 

一方で、基本対策シナリオでは、焼却灰等の資源化により減少傾向となり、2030（令和 12）14 

年度 12.7万トン、2035（令和 17）年度 11.4万トンになると見込まれた。また、対策強化シナ15 

リオでは、排出量削減及び再生利用量の増加により減少傾向が加速し、2030（令和 12）年度 10.416 

万トン、2035（令和 17）年度 8.4万トンになると見込まれた。 17 

 18 

一般廃棄物再生利用量（率）の推計結果 

一般廃棄物最終処分量の推計結果 
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■ 産業廃棄物排出量の推計結果 1 

都内の産業廃棄物に係る将来排出量は、ベースシナリオでは、実質ＧＤＰ成長率の増加等に2 

伴い微増で推移し、2030（令和 12）年度 26,863千トン、2035（令和 17）年度 27,012千トンに3 

なると推計された。 4 

一方で、基本対策シナリオでは、プラスチック焼却削減効果による排出削減は微量にとどま5 

り、2030（令和 12）年度 26,860千トン、2035（令和 17）年度 27,009千トンになると見込まれ6 

た。また、対策強化シナリオでは、プラスチック対策の進展により 2030（令和 12）年度 26,8577 

千トン、2035（令和 17）年度 27,005千トンになると見込まれた。 8 

 9 

■ 産業廃棄物再生利用量（率）の推計結果 10 

都内の産業廃棄物に係る将来再生利用量（率）は、ベースシナリオでは、排出量と同様に微増11 

で推移し、2030（令和 12）年度 986万トン（37％） 、2035（令和 17）年度 988万トン（37％）12 

になると推計された。 13 

一方で、基本対策シナリオでは、プラスチックの再資源化による再生利用量増加は微量にと14 

どまり、2030（令和 12）年度 987 万トン（37％） 、2035（令和 17）年度 989 万トン（37％）15 

になると見込まれた。また、対策強化シナリオでは、建設リサイクルの進展により、2030（令和16 

12）年度 1,007万トン（37％） 、2035（令和 17）年度 1,009万トン（37％）になると見込まれ17 

た。 18 

産業廃棄物排出量の推計結果 

産業廃棄物再生利用量（率）の推計結果 
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■ 産業廃棄物最終処分量の推計結果 1 

都内の産業廃棄物に係る将来最終処分量は、ベースシナリオでは、排出量と同様に微増で推2 

移し、2030（令和 12）年度 52.6万トン、2035（令和 17）年度 52.9万トンになると推計された。3 

また、基本対策シナリオでは、ベースシナリオとの差異は見られなかった。 4 

一方で、対策強化シナリオでは、建設リサイクルの進展により最終処分量が低減し、2030（令5 

和 12）年度 32.6万トン、2035（令和 17）年度 32.9万トンになると見込まれた。 6 

 7 

■ 都内廃棄物の将来推計結果まとめ 8 

以上を踏まえた都内廃棄物の将来推計結果は、下表のとおりである。 9 

 10 
都内廃棄物の将来推計結果のまとめ 

産業廃棄物最終処分量の推計結果 
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３ 東京のマテリアルフロー 1 

■ 概要 2 

持続可能な資源利用の実現に向け、資源の採掘から使用・消費・廃棄に至るまでの資源の利3 

用状況を定量的に示すため、東京におけるマテリアルフロー（以下「東京マテリアルフロー」4 

という。）を経年にわたり作成した。 5 

また、東京における資源効率性等の状況を概括的に把握するため、資源生産性や循環利用率6 

などの資源循環指標についても推計を実施した。 7 

■ 作成方法 8 

東京マテリアルフローの作成に当たり、東京への資源流入（入口側）と東京からの資源流出9 

（出口側）の状況を表すため、まず、下表のとおり物質の類型化を実施した。 10 

次に、我が国の各種統計等から都に関係するデータを取得した。ただし、都の単独データが11 

存在しない場合は、原単位法により都の活動量を対象物質に係る原単位に乗じて推計すること12 

とし、原単位法による推計も難しい場合には、全国データを活動量に関連するデータ等で按分13 

し、推計を実施した。 14 

 15 

■ 推計結果 16 

既存統計を基に作成可能な最新年度である 2021（令和３）年度の東京マテリアルフローの推17 

計結果を以下に示す。 18 

なお、国が作成しているマテリアルフローでは、蓄積純増や消費等を計上することで、マテ19 

リアルフローの入口と出口の物量を一致させている。しかし、今回作成した東京マテリアルフ20 

ローでは、資源効率性を把握する観点から、資源の循環状況を把握することを目的としており、21 

蓄積純増やエネルギー消費以外の消費を考慮していないことから、入口及び出口の物量が一致22 

していないことに留意する必要がある。 23 

物質類型の定義 
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 1 

■ 資源循環指標の経年推移 2 

次に、2011（平成 23）年度から 2021（令和３）年度にかけての資源循環指標の経年推移は以3 

下のとおりである。 4 

各資源循環指標とも、中期的に概ね向上傾向を見せており、引き続き各施策の強化・進展を5 

図ることにより、東京における一層の資源循環を促進していくべきである。 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

東京マテリアルフローの推計（2021（令和３）年度） 

資源循環指標の経年推移 
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４ 当計画で設定する指標の現況等 1 

第３章で示した各指標（計画目標及びマテリアルフロー関係を除く）に係る現況等は以下の2 

とおりである。 3 

なお、各数値はいずれも都調べであり、今後の施策検討及び調査分析の過程で変動可能性が4 

ある。 5 

 6 当計画で設定する指標の現況等 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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５ 計画策定の根拠 1 

当計画は、廃棄物処理法の規定に基づき策定している。 2 

 3 

（都道府県廃棄物処理計画）  4 

第五条の五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量そ5 

の他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければなら6 

ない。 7 

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄8 

物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 9 

一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 10 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 11 

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 12 

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 13 

五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 14 

３ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、15 

環境基本法（平成五年法律第九十一号）第四十三条の規定により置かれる審議会その他の16 

合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。 17 

４ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表18 

するよう努めなければならない。 19 

 20 
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令和７年 

２月１２日   廃棄物審議会総会（第３０回） 

          計画部会（第１回） 

・計画改定の視点 

３月２７日   計画部会（第２回） 

・資源循環・廃棄物処理の現状、課題 等 

４月２５日   計画部会（第３回） 

・関係団体からのヒアリング 等 

６月６日    計画部会（第４回） 

・主要施策の方向性① 等 

７月１１日   計画部会（第５回） 

・主要施策の方向性② 等 

７月２９日   計画部会（第６回） 

・主要施策の方向性③ 等 

８月２６日   計画部会（第７回） 

・政策目標・将来推計 等 

１０月 ９日   計画部会（第８回） 

・中間とりまとめ案 

１０月２８日   廃棄物審議会総会（第３１回） 

・次期計画案（中間とりまとめ）の提出 

 

    パブリックコメント・区市町村意見聴取 

 

１２月１９日   計画部会（第９回） 

・最終報告案 

令和８年 

１月中旬    廃棄物審議会総会（第３２回） 

           ・答申 

３月下旬    新計画策定 
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